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〈コロナ禍の影響〉─食農リサーチ─

な需要の変動に合わせた生産量の増減はでき

ない。そもそも輸入食肉は外食・中食に仕向

けられる比率が高いこともあり輸入減少とな

った。また、20年前半の食肉在庫量は、アフ

リカ豚熱の影響による豚肉輸入価格の先高感

やオリンピックに向けた在庫を抱えたことか

ら過去最高水準で推移していた。そのため冷

蔵・冷凍庫の在庫率は非常に高く超満庫状態

であったので、在庫による需給調整ができず、

輸入量の調整弁が働いた面もある。

新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴

い、内食需要の増加の一方、外食産業では企

業の接待減少、訪日外国人旅行者の消滅によ

って、パブ・居酒屋業態を含む料飲主体部門

の酒類や高額食材の消費に大きな影響が出て

いる。ここでは、コロナ禍の畜産物需給への

影響をみたい。

1　食肉需給への影響

2018年の牛肉・豚肉・鶏肉の仕向け先、消

費先の割合をみたのが第１図である。牛肉は

６割以上が外食・中食の業務用へ仕向けられ

ており、焼き肉店など外で食べる消費スタイ

ルがコロナ禍の直撃を受けた。一方、豚肉は

家計消費が５割、ハム・ソーセージなど加工

仕向け２割も最終的に家計消費に向かう割合

が高く、内食型の消費となっている。

コロナ禍で実際の肉類出回り量は、どのよ

うに変化したのかをみたのが第１表である。

20年４～10月累計の推定出回り

量は、牛肉が前年割れとなった

が食肉全体では豚肉の伸びに支

えられプラスとなった。さらに

牛肉・豚肉・鶏肉とも国産品の

出回り量は前年比プラスとな

り、業務用の消費割合が高い牛

肉・鶏肉は外食需要減少に対し

輸入減少でバランスをとる形と

なった。

畜産は生き物相手であり急激

取締役食農リサーチ部長　北原克彦

コロナ禍の食肉・鶏卵需給への影響

資料 農林水産省「平成30年次食肉の消費構成割合」
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第1図　肉類の消費構成割合（18年）

家計消費 加工仕向 その他（外食・中食）

31 6 63

50 23 27

40 6 54

推定出回り量
うち輸入品 うち国産品

重量 前年比 重量 前年比 重量 前年比

牛
肉

18年度 930,365 102.9 600,550 104.3 329,815 100.6
19年度 936,945 100.7 613,410 102.1 323,534 98.1
20年度4～10月 548,677 98.7 358,644 96.7 190,033 102.5

豚
肉

18年度 1,827,446 100.9 931,404 100.5 896,042 101.3
19年度 1,811,550 99.1 913,305 98.1 898,245 100.2
20年度4～10月 1,065,709 101.6 542,448 100.9 523,261 102.3

鶏
肉

18年度 2,171,945 101.5 568,369 101.9 1,603,576 101.3
19年度 2,215,991 102.0 557,469 98.1 1,658,522 103.4
20年度4～10月 1,292,799 100.8 319,926 96.1 972,873 102.4

資料 農畜産業振興機構「牛肉需給表」「豚肉需給表」「鶏肉需給表」
（注） 牛肉、豚肉は部分肉ベース。

第1表　 肉類推定出回り量
（単位　トン、％）
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降、外食向けと調味料の需要減少の影響を受

けて市況は急落した（第３図）。安定基準価格

の163円/㎏を下回ったので需給改善を図るた

めに20年５月から９月まで成鶏更新・空舎延

長事業が発動され、市況は戻しつつある。

市況変動の波に対して、大手生産者は量販

店と固定価格の相対販売契約を結んでいるが、

中小生産者は直接影響を受けるケースが多い

とみられる。また、採卵鶏は産卵期終了後の廃

鶏処理の引き受け手が限られていることもあ

って、需給調整を難しくしている。鶏卵は畜産

のなかでも飼料効率が高い基礎的なタンパク

源であり、多様な生産基盤を維持することが

求められよう。

3　食肉サプライチェーンへの視点

日本では新型コロナウイルスのワクチン接

種を21年から開始するのを目標としているが、

ウイルスの変異型について様々な研究報告が

なされており、感染者発生が続く可能性もあ

る。コロナ禍による国産食肉への需要の一方、

今後は、雇用調整の影響も加わり消費者の節

約・価格志向が強まることも想定される。そ

のため感染リスクを小さくしつつ消費者個人

と直接つながる短いサプライチェーンの構築、

Eコマースも広がりつつある。
（きたはら　かつひこ）

関係者の相当な販売努力もあって食肉需給

の量的バランスはとれたが、消費の温度感を示

す食肉価格は畜種別の違いが大きい。豚肉・鶏

肉の卸売価格は量販店の引き合いが強く高い

水準で推移しているが、去勢和牛の高格付とな

るA－５規格の卸売価格（第２図）は年末に向け

て前年を超える水準に回復したものの、コロナ

感染拡大に伴うGoTo事業の先行き不透明感も

あり、１月以降の相場が懸念される状況だ。これ

までインバウンド消費を受けて、肉用牛肥育は

高格付の牛肉生産に向かっていたが、足元では

テーブルミートとしてのあり方が問われている。

2　鶏卵需給への影響

鶏卵の需給構造は、消費量約271万トンに対

し、国内生産260万トン、輸入11万トンと国内

生産で96%が賄われている。農林水産省の推

計では、消費量の５割は家計消費向けで約130

万トン、外食向けの業務用は３割約78万トン、

製菓・製パン・調味料等の食品メーカー向け

加工用は２割約63万トンである。なお、輸入

鶏卵（粉卵）は全量が加工用（菓子パン原料、食

肉加工品のつなぎ材料等）に仕向けられている。

15年以降、大手生産者の増羽により国内生

産が伸び続けてきたが、18年から鶏卵市況は

下落傾向となり供給過剰感が出ていた。20年

はコロナ禍の巣ごもり需要が一巡した５月以

資料 　農林水産省「食肉流通統計」
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第2図　去勢和牛（A-5）卸売価格
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資料 　農林水産省「Monthly 食肉鶏卵速報」（2020年11月）
（注） サイズ混合。
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第3図　鶏卵卸売価格
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り量
（注1）
を19年同期と比較したのが第２表である。
20年度上期の牛肉（△1.5%）の出回り量は減

少したが、豚肉（2.2%）、鶏肉（0.2%）は増加し
た。牛肉については輸入肉の出回り量減少が
主因である。新型コロナウイルス感染症の影
響による北米等での食肉処理施設の稼働停止
や感染防止対策による従業員の作業効率の低
下、またオーストラリアでの干ばつ後の牛群
の再構築による生産量減少から輸入全体量は
19年同期と比べて4.8%減少した

（注2）
。

外食需要が減退したなかで、外食仕向けの
割合が国産よりも高い輸入牛肉の供給量が減
少したことで、牛肉の需給全体への影響が顕
在化しなかったことがうかがえる。

3　食肉加工メーカーへの影響
こうした需給変化に伴う食肉加工メーカー

への影響が注目される。主要８社の20年度上
期の売上高合計をみると、うち６社が前年に
比べて減少した（第３表）。また、食肉事業（食
肉生産、仕入・販売）の売上高も同様に６社が
減少し、多くの企業で食肉事業の減少が売上

コロナ禍における訪日外国人によるインバ
ウンド消費の消滅、外食利用の減少による農
畜産物需給への影響が長期化し、フードチェ
ーン全体での対応が課題となっている。そこ
で、2020年度上期（４～９月）における食肉需
給の変化を整理し、食肉加工メーカーへの影
響について紹介する。

1　 家計消費は拡大、外食は回復傾向も
売上減が継続
20年度上期の家計での生鮮肉の購入数量を

19年度同期と比較すると、全体で14.3%増加し、
増加率は鶏（17.5%）、牛（15.1%）、豚（11.4%）の
順に高い（第１表）。
外食について、日本フードサービス協会公

表の月次の売上実績をみると、外食全体では
20年４月に前年比４割減と大きく落ち込んだ。
その後、回復したが、９月△14.0%、10月△
5.7%と減少が続いている。焼肉店では一時的
に減少したが、他の飲食業態に比べて売上回
復が顕著で、10月は8.7%と増加に転じた。

2　豚肉、鶏肉の推定出回り量は増加
20年度上期の外食等の需要減少による食肉

需要全体への影響をみるため、加工仕向けを差
し引いた家計、外食等で消費された推定出回

主任研究員　長谷川晃生

コロナ禍の食肉需給と食肉加工メーカーへの影響

19年度上期 20年度上期 増減率
生鮮肉 23,558 26,937 14.3

うち牛肉 3,170 3,648 15.1
豚肉 10,240 11,404 11.4
鶏肉 8,105 9,524 17.5

資料 総務省「家計調査」
（注）  二人以上の世帯。生鮮肉のうち「合いびき肉」「他の生鮮肉」は

掲載省略。

第1表　 家計での生鮮肉の購入数量の変化
（19年度上期と20年度上期の比較）

（単位　g、%）

19年度上期 20年度上期 増減率
牛肉 465,464 458,646 △ 1.5

国産 158,578 160,642 1.3
輸入 306,886 298,004 △ 2.9

豚肉 698,121 713,241 2.2
国産 398,910 407,029 2.0
輸入 299,211 306,212 2.3

鶏肉 1,061,817 1,063,885 0.2
国産 781,815 800,610 2.4
輸入 280,002 263,275 △ 6.0

資料  農畜産業振興機構Webサイト、日本ハム・ソーセージ工業組合
Webサイト

第2表　 牛肉、豚肉、鶏肉の推定出回り量
（加工仕向けを除く）の変化

（単位　t、%）
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庭消費が拡大するという急激な変化への事業
対応が重要と考えている。
そして、内食需要の高まりに応じた新商品

の開発・提案を積極化し、伸長する量販店チ
ャネルに向けた販売体制の見直しや、巣ごも
り需要に対応した小売チャネルへの安定供給
に注力している。また外食店でのテイクアウ
ト・宅配の取組みに応じた商品提案を行う事
例もある。
コロナ禍の長期化による経済の先行き不透

明感が続くなかで、家庭消費は経済性がより
重視され、今後とも需要変化にマッチした食
肉供給が重要となる。その際、原料調達にお
いて主要輸入先のコロナ感染症の拡大だけで
なく、海外でのASF（アフリカ豚熱）の拡大に
よる供給体制への影響が懸念される。需給変
動が見込まれるなかで、どのように調整が図
られるのか、注視していく必要がある。

全体に影響した。
メーカー毎に外食向けの販売割合等に違い

があり一般化は難しいが、各社の開示資料か
ら読み取れることを指摘したい。食肉事業の
売上減についてみると、鶏肉、豚肉は内食向
け販売が好調で前年を上回ったが、牛肉は外
食やインバウンド需要の減退で落ち込み、ま
た国産牛肉は相場低迷による販売単価の低下
も影響した。
ただし、食肉事業の利益をみると、把握可能

な５社のうち３社が増益となった（第３表）。収
益改善は、食肉生産において国産の鶏肉、豚
肉の相場が堅調に推移したことがプラスに寄
与したこと、販売面では量販店向けが好調で、
外食向けは焼肉店を中心に回復傾向にあるな
かで、国産牛肉の販売マージンが改善したこ
とを挙げられる。

4　各社とも需給変化への対応を模索
各社ともコロナ禍で外食需要が縮小し、家 　＜参考文献＞

・ 岩井椿（2020）「令和 2年度上半期の食肉需給について」
『畜産の情報』12月号
・ 食肉通信（2020）「大手加工メーカー中間決算」11月17日付
・ 食肉通信（2020）「大手加工メーカー決算会見」11月24日付
・ 食品産業新聞社（2020）「ハムソー 9社中間、売上高4.4%
減も経常47.7%大幅増益/2021年 3月期中間決算」『畜産
日報』12月 4日付
https://www.ssnp.co.jp/news/meat/2020/12/2020-
1204-1608-14.html

（はせがわ　こうせい）

（注 1）推定出回り量は、（独）農畜産業振興機構が月
次で公表する推定データ。推定期首在庫に生産量、
輸入量を加算し、輸出量、推定期末在庫を除した
もので、当該月に国内消費仕向けで流通した推定
数量。本稿は同数量から加工仕向け量を除いた数
量を用いている。

（注 2）岩井（2020）を参照。

売上高合計 （参考）
食肉事業の利益 売上高合計 （参考）

食肉事業の利益うち食肉事業 うち食肉事業
日本ハム 573,484 361,691 18,197 △ 42,782 △ 17,528 3,970
伊藤ハム米久HD 414,623 274,882 7,646 △ 17,777 △ 22,156 1,542
プリマハム 212,226 77,888 1,964 5,826 157 1,325
スターゼン 171,146 136,164 - △ 1,412 △ 1,580 -
エスフーズ 159,280 - - △ 14,804 - -
丸大食品 118,287 36,666 297 △ 6,380 △ 937 △ 304
滝沢ハム 14,864 6,409 - 170 △ 1 -
福留ハム 12,572 6,761 △ 124 △ 167 △ 401 △ 20

合計 1,676,482 900,461 27,980 △ 77,326 △ 42,446 6,513
資料 各社決算報告書
（注） 1 　表中の「－」は非開示を示す。食肉の生産、仕入・販売等に関する事業名称は各社で異なり、表中の名称は便宜的なもの。
 2 　エスフーズは20年3～8月、それ以外は4～9月の実績。売上高合計は食肉事業以外を含む。
 3 　各社の「合計」のうち食肉事業、同事業利益は開示企業のみ集計。

第3表　 主要食肉加工メーカの20年度上期の売上高等の増減状況
＜売上高＞ （単位　百万円）＜19年比増減額＞ （単位　百万円）

農林中金総合研究所 
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生鮮野菜は保存できないため、販売できな
ければ畑にすきこむか廃棄しなければならな
い。ロスをできるだけ抑制し、販売減をカバ
ーしようと新しい販路を模索、そのひとつが
食品スーパーである。東京・神奈川を中心に
店舗展開を進める食品スーパーは、事業規模
の拡大に巣ごもり需要が加わり生鮮野菜需要
が大きく増加、新たな調達ルートを求めてお
り、売り先を探すアクト農場のニーズと合致、
取引が実現した。
また、（公社）日本農業法人協会のネットワ

ークを通じて、関西のチェーンストアが展開
する生産者・産地を限定した青果販売のライ
ンナップのひとつにアクト農場が選定され、
関西にも野菜を出荷している。
さらに、茨城県と茨城県に本社を置く食品

スーパーとの包括連携協定のもと、20年６月
に県内で運用が開始された青果物の共同輸送
の仕組みを活用した販売など、県内外に販路
を広げている。合わせて、個人向けECサイト
等も活用しながら、消費者への情報発信も積
極的に行うなど、幅広い顧客層の獲得にチャ
レンジしている。
とはいえ、外食消費減少の影響は大きく、

それをカバーするまでには至っていない。今
後も感染拡大が懸念され、特に飲食向け需要
は、年末年始の移動の自粛や忘年会・新年会
の中止が減少に拍車をかけることが見込まれ
るなど先が見通せず、厳しい状況は当面続く
と考えている。

1　有限会社アクト農場の概要

茨城県のほぼ中央、水戸市に隣接する茨城
町にある有限会社アクト農場（以下「アクト農
場」）は、2002年に法人化した葉物野菜の生産・
販売を主力とする農業法人である。
360棟を超えるハウスを保有し、小松菜、水

菜、春菊等、常時10品目以上の野菜を生産・
販売する。土壌分析にもとづく土づくりをは
じめ、農産物の質・量の安定とともに環境に
配慮した循環型農業を実践しており、07年に
はJGAP、その後はASIAGAP（アジアギャップ）

も取得、同社独自の生産管理基準を設けて適
切な農場管理に努めている。
これらの取組みが信頼の証

あかし

となり、農産物
販売のほとんどは契約取引である。取引先は
大手業務用野菜卸会社やこだわり野菜の宅配
業者、生協等のロットの大きい業者から地元
の個人経営のレストランまで幅広く、先数は
40を超える。特定の品目に集中して大量生産
するのではなく、多品目を栽培し、顧客からの
リクエストに応えることで信頼関係を構築し、
規模拡大と経営の安定の両立を図ってきた。

2　コロナ禍での販売状況の変化

コロナ禍の消費者行動の変化は、アクト農
場の経営にダイレクトに影響している。巣ご
もり需要の発生をうけて、生協や宅配サービ
ス向けの需要は増えたものの、売上の過半を
占める飲食店や外食への仕向けが多い業務用
卸からの注文は激減、20年５月の売上は前年
対比３割減と大きく落ち込んだ。

主任研究員　小針美和

コロナ禍の農業法人への影響と対応
─ 農業生産法人 有限会社アクト農場の事例 ─

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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4　販路拡大における物流確保の重要性

アクト農場では、コロナ禍で危機に直面し
新たな販売先を模索するなかで、２つのこと
を再認識したという。ひとつは、ピンチにお
ける人的ネットワークの大切さとありがたさ。
もう一つは、販路拡大における物流確保の重
要性である。
アクト農場は、東京向けの物流は比較的確

保しやすい環境にあり、コロナ禍での販路開
拓においても、販売店側、もしくはアクト農
場で物流を確保できるものは取引につながる
ケースが多かった。しかし、首都圏でも、東
京から先となると直送できる物流ルートを見
つけるのが困難となる。実際、京浜地方の小
売店から、野菜産地の質・量ともに安定した
農産物がほしいという要望があり出荷を検討
したものの、物流がネックとなり取引に至ら
ないケースもままみられたという。
関治男代表は「最後に物が運べなければ農

業経営は成り立たない。しかし、物流改善は個
別の経営努力のみでは解決できないことも多
い。今後、物流業界がますますひっ迫していく
なかで、農業界も一体となって真剣に検討して
いく必要があるのではないか」と強調した。

（こばり　みわ）

3　 先を見据えさらなる作付面積の拡大・

品目多角化

アクト農場では、コロナ禍においてバジル
など用途が飲食店向けに特化している一部品
目で作付けを減らしたが、多くの品目の作付
けは横ばいもしくは増加させており、トータ
ルでの作付面積は拡大している。
足もとの販売状況には厳しさが残るもの

の、中長期的には、近隣の農家のリタイアが
増えることが想定されるなかで、経営面積を
拡大し、産地としての供給力をさらに強化す
る必要がある。また、このような状況下だか
らこそ委縮してはいけない。取引先からの信
頼を得るためにも、生産に対する積極的な姿
勢を示し、「アクト農場は継続的に取引ができ
る相手である」と感じてもらうことが重要で
あると考えている。
特に、露地栽培では面積拡大のみでなく新

規品目の導入にも積極的である。19年からは
新たに根菜の栽培を開始、20年にはニンジン、
ジャガイモ、サツマイモ等を13ha作付けてい
る。今後の地域の農地や労働力の賦存状況を
踏まえると、少人数で一定の面積をこなせる
栽培作物の導入が不可欠となる。また、先が
見通せない環境だからこそ、目先を変えたチ
ャレンジで新しい経営の柱を作る必要がある
として、露地部門における人づくり、機械設
備の投資も強化する方針である。
アクト農場では、これまでも、顧客ニーズに

合わせた野菜を確実に提供するために、施設
（ハウス）、露地、水耕を組み合わせて栽培を行
ってきた。今後は、冬でも栽培可能な地域条
件とこれまでの土づくりや有機栽培のノウハ
ウを生かした根菜栽培体系を構築し、葉物野
菜と組み合わせることで、従来にはない、新し
い野菜の大規模複合経営を目指すとしている。

アクト農場での販売プロモーション動画撮影風景
（アクト農場提供）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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〈コロナ禍の影響〉─食農リサーチ─

鶏肉は64%であったが、飼料自給率を考慮す
ると鶏卵12%、鶏肉８%と低水準に留まる。
これは餌となるトウモロコシ等の濃厚飼料の
大半を輸入（輸入シェア88%）に依存しているた
めである。また、卵用鶏・肉用鶏の親鳥は、
海外の巨大育種会社が育種改良し輸入された
外国鶏種が大半（外国鶏種シェアは卵用鶏95%、
肉用鶏98%）を占めている。
このように海外依存度の高い生産構造の下

で、海外で鳥インフルエンザ等が発生した場
合のリスクヘッジとして、国産鶏種の育種改
良・普及は重要な意味をもつが、なかなかそ
の普及が進展しない状況にあった。
こうした状況のなかで、18年４月施行の改

正JAS法により、従来の食品・農林水産品の
品質標準化を目的とする規格に加え、生産者
自らが生産物の付加価値をアピールする規格
を提案できるようになった。そこで、国産鶏
種の改良・増殖を行う事業者を中心に構成さ
れる国産鶏普及協議会が、国産鶏種の差別
化・ブランド化のツールとすべく、本規格の

コロナ禍で、改めて食料自給率や環境問題
に対する社会的関心が高まるなかで、2020年
３月に制定された「持続可能性に配慮した鶏
卵・鶏肉」の日本農林規格（特色JASマークの
表示可

（注）
）の動向が注目される。

本規格は、食料自給率向上に向け国産鶏種・
国産飼料用米等の国産資源を利用し、環境問
題等に配慮するSDGsやGAP（農業生産工程管
理）の考え方に基づき鶏卵・鶏肉を生産するこ
とを要件（第１図参照）としている。20年10月
に長野県の小松種鶏場（卵用鶏養鶏業者）および
長野県農協直販（鶏卵選別包装業者）が鶏卵で、
ニチレイフレッシュグループが鶏肉で国内第
１号となる特色JAS認証を取得し、本規格が
本格的にスタートした。
規格の制定経緯、期待される効果と鶏卵で

の認証取得事例について紹介する。

1　 規格の制定経緯
─海外依存度の高い鶏卵・鶏肉の生産構造─

19年度の鶏卵の自給率（重量ベース）は96%、

理事研究員　堀内芳彦

本格スタートした持続可能性に配慮した
鶏卵・鶏肉の特色JAS

資料 農林水産消費安全技術センター作成のパネルを一部修正

第1図　持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の生産

・国内で育種改良された
鶏の素ひなを利用

・アニマルウェルフェア
  飼養環境の改善への取組み
・周辺環境への配慮
  騒音、悪臭、CO2等の抑制
・防疫管理
  鳥獣侵入禁止、抗菌剤低減等
・衛生管理
・安全衛生、労務管理

・鶏ふんの肥料、エネルギーと
しての利用を推進
  （堆肥化、焼却熱等）

・国産飼料用米
  5%以上給与
＊鶏卵：産卵前10日間
＊鶏肉：28日齢以降 国産

鶏種
の利用

飼料用米
生産

鶏ふん
の利用

持続可能

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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会の実現」への貢献が期待されることである。
GAPに基づく農場管理としては、①アニマ

ルウェルフェアへの配慮、②周辺環境への配
慮、③防疫管理、④従事者および入場者の衛
生管理、⑤従事者の安全衛生および労務管理
について要件が設けられている。

3　 JA全農たまごが特色JAS認証
「サステナブルエッグ」を新発売
小松種鶏場と長野県農協直販は、日本産ブ

ランド商品の開発とSDGsへの貢献を目的とし
て、鶏卵で国内第１号となる特色JAS認証を
取得した。
利用する国産鶏種は、小松種鶏場でこれま

でも飼育・販売していた「岡崎おうはん」と
「あずさ」で、規格要件である国産飼料用米５
%を含む餌を給与し、北アルプスから流れる
地下水を利用して、まずは２千羽を飼育して
いる。アニマルウェルフェアの観点から鶏の
ストレスを軽減させるため平飼いし、資源循
環型農業の一環として、鶏ふんは近隣の野菜
農家・果樹園等の肥料として利用されている。
販売はJA全農たまごが担い、特色JASマー

クを付した「サステナブルエッグ」の名称で、
赤玉６個入り１パック498円（税抜希望小売価
格）、１日200～250パックの販売を見込んでい
る。まずは、特色JASマークと商品価値の認
知度向上を図るため、SDGsやエシカル消費に
関心の高い高級スーパーや生協にアプローチ
して、20年11月から販売がスタートした。JA
全農たまごでは、今後順次販路を拡大し、将
来的には日本産ブランド商品として輸出にも
取り組みたいとしている。

（ほりうち　よしひこ）

提案を行い制定に至った。

2　規格の期待される効果
（1）　国産資源の利用

国産鶏普及協議会の「持続可能性に配慮し
た鶏卵・鶏肉JASハンドブック」によると、期
待される効果の１点目は、国産鶏種、国産飼
料用米、鶏ふん利用等により、海外依存に起
因するリスクの低減が期待されることである。
具体的な要件としては、まず、鶏卵・鶏肉

は国産鶏種の素ひなを利用して生産しなけれ
ばならないとされている。
次に、卵用鶏で産卵前10日間に給与される

飼料および肉用鶏でふ化後28日齢以降に給与
される飼料について、国産飼料用米割合が５%
以上でなければならないとされている。５%
以上とした根拠は、15年食料・農業・農村基
本計画で掲げた25年飼料用米生産目標数量
（110万トン）の配合飼料生産量に対する割合と
同等の水準とすることで、飼料用米の生産拡
大に寄与できると判断したためである。
また、飼育で発生した鶏ふんは、肥料、土

壌改良資材、エネルギーとしての利用を推進
しなければならないとされ、資源循環型農業
の推進が期待されている。
（2）　GAPに基づく農場管理とSDGsへの貢献

２点目は、SDGsやGAPの考え方に基づいて
生産された鶏卵・鶏肉が、特色JASマークを表
した商品として流通し、人や社会・環境に配慮
した消費行動（エシカル消費）を望む国内外の
購買層に広く受け入れられることで、SDGsの
掲げる「持続可能な生産・消費を確保する社

（注）本規格は相当程度明確な特色のある規格の製品
に付すことのできる「特色JASマーク」を表示で
きる。

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2021.1（第82号）10

〈レポート〉農林水産業

米国の新政権発足へ向けて、バイデン大統
領候補はパリ協定への復帰など気候変動対策
の重点化を打ち出している。農業部門でも温
室効果ガス排出の削減へ向けた動きが高まっ
てきた。その構図を読み解いてみたい。

1　バイデン候補の選挙公約

農業・農村政策に関する大統領選挙公約（2019
年７月）は、貿易政策やバイオ燃料と並んで、
温室効果ガスの排出削減や、バイオエコノミ
ーを挙げている

（注1）
。

将来的には農業部門の温室効果ガス純排出
ゼロを目指すとともに、農業者には取組みの
過程で新たな収入機会を提供する。具体的に
は保全プログラム（農場の環境保全に対する助
成。農業法の施策の一分野）を大幅に拡張して、
排出削減や炭素隔離に貢献する取組みを行う
農家への助成を行う。そして同プログラムを
炭素市場に参加させ、排出枠を企業等に売却
する。これは農家の取組みに値付けをして市
場から政府助成金の財源を調達する仕組みで
あり、金融的な構想といえよう。
なお、バイオエコノミーはバイオマスを原

材料やエネルギーとするものであり、農林業
部門からのバイオマス調達が想定されている。
全ての州に低炭素工業を創出し、バイオベー
スの工業によって米国農村に先端産業の雇用
を取り戻すとしている。

2　二つの提言書

2020年11月11日、旧オバマ民主党政権の元

高官らによる「気候21プロジェクト」の政権
移行覚書が公表された。現行の財政および法
的な権限の範囲内で、おもに最初の百日間に
新政権が打つべき気候変動関連の施策を整理
しており、大きな影響を与えるとみられる。
そのうち農務省への勧告には、気候変動の

緩和と耐性強化の施策として「炭素バンク」
の設置や、保全プログラムにおける気候変動
対策の優先化、作物保険における気候変動対
応の優遇措置が含まれている。
炭素バンクは農業者と森林所有者による排

出削減・炭素隔離の取組内容を保証するとと
もに、保証価格を提供する。財源には農産物
信用公社（CCC）の借入権限（３百億ドル、その
うち現行制度では６割程度を使用）を活用する。
先行きは法律により排出枠市場が設置されれ
ば、そこで排出枠を売却する想定である。農
業者の取組みを束ねて売る点は、保全プログ
ラムを炭素市場に参加させるバイデン候補の
公約と共通している。
民間部門にも呼応する動きがある。20年11

月17日、主要農業団体と一部の環境団体
（注2）
、食

品産業協会、森林所有者連盟は「食品・農業
気候連合」（FACA）を結成し、政策提言書を
公表した。
提言は農務省による炭素バンクの設置や、

保全プログラムの拡大、炭素市場、作物保険
の手直しに加えて、税控除の活用や、既存の
取組みに対する一度限りの支払い、食品廃棄
の削減、再生可能燃料基準におけるライフサ
イクル排出量解析

（注3）
の改訂などを挙げている。

取締役基礎研究部長　平澤明彦

脱炭素農政へ向けた米国バイデン新政権の動き

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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このように選挙公約と２つの提言書はいず
れも農業の排出削減・炭素隔離に対価を支払
い、炭素市場を活用しようとしている。

3　オバマ政権下の構想と農務長官

かつてオバマ政権初期の09年、当時のビル
サック農務長官は議会の気候変動法案導入に
合わせて、農業部門の排出削減・炭素隔離に
対する「緑の支払い」を提唱し、従来型の補
助金（農産物プログラム）を削減するよう求め
た。農業界は懐疑的な姿勢であったものの、
法案に対しては、農業を温室効果ガス排出規
制の対象外とすることと、農業のカーボンオ
フセット（排出枠の他部門への提供）を導入し農
務省の管轄にすること、オフセットに既存の
取組みを認めることなどを要求した（平澤（2009）
36～39頁）。このときは法案が廃案となり、農
政の変化も生じなかった。
それから12年が経ち、保守的であった農業

団体は気候変動対策に前向きとなり、今や環
境団体と提携するまでになった。農業者は気
候変動の影響予測や異常気象に直面している
うえ、農業・食品部門では一部の企業が農業
者の排出削減に対価を支払っており、新たな
収入源としての魅力も認識された。
オバマ政権時代のほとんどを通じて農務長

官を務めたビルサック氏は、新政権で再び農
務長官に指名される予定である。氏は穀倉地
帯アイオワ州の元知事であり、過去４年間は
業界団体（米国乳製品輸出協会）会長、大統領選
挙中はバイデン候補の農業・農村顧問を務め
た。農政の知見、農業団体との人脈、それに
気候変動対策の経験を兼ね備えている。就任
すれば大きな推進力になるであろう。

4　今後へ向けて

トランプ政権は過去３年間にわたり独自の
大規模な補助金を導入し農業者に貿易紛争や
コロナ禍の補償を行った。その財源は上記の
CCCであった。農業財政予算の追加的な調達
は年々難しさを増しており、議会も追認せざ
るを得なかった。民主党の新政権も、気候変
動対策で同じ手法を踏襲する可能性がある。
本格的に新たな政策を実現するには議会の

協力が欠かせない。下院では民主党が多数派
を維持したものの、もし上院で共和党が多数
派となれば難行が予想される。農業政策は両
党が協力して立案する伝統があるため、農業
部門の働きかけが重要となる可能性もある。
EUでも農業政策に環境戦略（欧州グリーンデ

ィールと食料・農業部門のファーム・トゥ・フ

ォーク戦略）を反映しつつあり、米国と同様21
年11月のCOP26（気候変動枠組条約締約国会議）

へ向けて対外アピールを意識している。日本
も対応と貢献が求められる。
こうした一連の動きは23年に向けて検討さ

れる次期農業法にも影響するであろう。

　＜参考文献＞
・ 平澤明彦（2009）「アメリカ　バイオ燃料による政策の転
換」、農林中金総合研究所編著『変貌する世界の穀物市
場』家の光協会、10～42頁

（ひらさわ　あきひこ）

（注 1）それ以外の項目はブロードバンド、オバマケ
ア、教育水準の引上げ、輸送インフラ（内陸水運
を含む）、独禁法適用の強化など。

（注 2）農業団体はファームビューローと、ファーマ
ーズユニオン、全米農業協同組合協会（NCFC）。
環境団体は環境防衛基金（EDF）と自然保護協会
（Nature Conservancy）。ほかに州農業局全国
協会が参加。EDFは環境問題の市場による解決を
指向している。他方、炭素市場に批判的な環境団
体もあり、排出枠の購入企業が排出削減を免れる
ことや、社会の弱い層へのしわ寄せを懸念してい
る。

（注 3）生産等の過程を含めバイオ燃料による温室効
果ガスの排出量を調べ化石燃料と対比する。

農林中金総合研究所 
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カーなどが安い輸入品の利用を加速、トウモ
ロコシの政府在庫も急拡大した。国内需要が
あるのに、中国のトウモロコシ在庫は14年度
には世界の在庫の60%にあたる１億トン超に
達した。在庫が財政を圧迫したこともあり、
中国は16年から逆に減産誘導のため、米と小
麦の支持価格を引下げ、トウモロコシの支持
価格を廃止し、同時に輪作休耕制度を導入し
た。
輪作休耕制度は単なる減産誘導だけではな

く、トウモロコシと大豆・牧草との輪作で連
作障害を避けるとともに過剰採取で枯渇懸念
のあった華北地域の地下水を回復させる狙い
もあった。輪作と休耕の合計面積は、初年度
の16年の41万haから、19年には200万haまで
拡大した。その結果、トウモロコシの作付面
積は19年には15年比8.2%減の368万haにまで
縮小した。すなわち08年から15年までの増産
期、16年以降の減産期を経て、中国農政はコ
ロナ感染拡大を迎えたわけである。
20年の輪作休耕面積は、１月下旬の武漢ロ

ックダウン直後の２月時点でも前年同様の200
万haと公表されていた。だが、コロナ感染が
世界に急拡大した状況をみて、中国政府は政
策を180度転換した。休耕を棚上げ、輪作は牧
草ではなく他の食糧作物にするよう指示を出
した。その時点でインド、タイ、ベトナムな

2020年、世界はコロナ感染と米中対立の激
化、そのふたつに影響された米大統領選とめま
ぐるしい１年を過ごした。世界の食料事情も農
業生産者から貿易、流通、そして最終消費者ま
で大きな変動に直面した。注目すべきは、こ
れほどの想定外の変化が連続しても、食料不
足や飢餓など大きな混乱も悲劇も世界の農
業・食料分野では発生しなかったことである。
その要因のひとつは世界最大の穀物消費国で
ある中国が食料・農業政策を機敏に転換し、
混乱を世界に波及させなかったことにあるだ
ろう。ただ、今後、コロナの長期化が必至とな
るなかで、中国がどのように農業政策を展開
していくのか、注視していく必要がある。

1　食料減産政策の中断と増産再開
中国は穀物の政府在庫が空前の規模に膨れ

上がったため、16年以降、穀物の「減反休耕政
策」を実施してきた。遠因は08年に始まった主
な生産国の穀物減産と輸出制限によって、穀物
市況が高騰したことにある。危機感を抱いた
中国政府は米、小麦、トウモロコシの三大穀物
の政府買付の支持価格を08年から連続的に引
上げ、国内増産を図った。結果的に、三大穀物の
生産量は08年から15年の期間に27.7%も増え、
特にトウモロコシは54.0%増と大増産となった。
問題は、大増産の一方で、中国の主食穀物

の消費がピークを迎え、消費者の味へ
のし好も強まったため、低品質の早稲
米や小麦は販売不振となり、政府の在
庫として積み上がっていくしかなかっ
たことだ。米と小麦の在庫は需要量の
１年分を上回るほどになった。他方、
支持価格の引き上げで米やトウモロコ
シの国内価格は12年頃から輸入価格を
上回るようになり（第１図）、飼料メー

理事研究員　阮　蔚

コロナと米中対立で大きく変わろうとする
世界の食料貿易構造

資料 中国国家糧油信息センター、中国国家発展改革委員会、Wind
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第1図　中国のトウモロコシの国産品と輸入品価格の比較
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ど一部の国が米など穀物の輸出停止を
発表、世界的な需給ひっ迫を予想した
からである。さらに、増産への政策変
更を確実に実施するため、中央政府は
各省のトップに対し、省内の食糧作付
面積と生産量目標を省内の市と県に割
り振って具体的に示し、生産量を確保
するよう厳命した。当局の食料確保へ
の危機感の強さがうかがわれる。
こうした増産策によって、20年早稲

の作付面積は前年比約31万ha増となり、トウ
モロコシなど秋収穫の穀物の作付面積も前年
比約53万ha増と拡大した。20年はコロナだけ
ではなく、洪水や台風、病虫害による農業被
害は例年より深刻だったが、食糧生産は19年
並の豊作となったのである。

2　主食穀物と同様に扱う豚肉の増産
中国では主食穀物の消費はピークを過ぎた

一方、食肉、特に中国人の最大のたんぱく源
となっている豚肉は年々、重要性を増し、主
食穀物と同等の位置づけとなった。そのなか
で、18年には伝染病のアフリカ豚熱（ASF）が
中国の養豚業を襲い、19、20年の豚肉供給は
落ち込み、価格が暴騰した（第２図）。中国政
府は価格安定のため、輸入を急増させ、20年
の豚肉輸入量は約400万トンと世界の４割以上
を占めるまでになった。それでも豚肉輸入量
は消費量の約８%にすぎず、中国は輸入を拡
大すれば国際価格が暴騰し、調達が困難にな
るというジレンマに直面した。
その解決策として、養豚業の再生、豚肉増産

策が19年に始まった。具体的には、沿海地域に
おける養豚場向けの土地利用制限が大幅に緩
和され、立地環境アセスメントも簡素化され
た。さらに各種補助金も増額された。最近は、
地面ではなく高層ビル内の養豚場も許可され、
全国で養豚専用ビルの建設ラッシュが起きる
ほどである。20年のビル養豚場からの生豚の
年間出荷能力は1,638万頭にのぼる見込みであ
る。こうした政策転換によって、20年10月末
の生豚在庫数は3.87億頭と17年末の88%の水
準にまで回復した。

3　食料安保の重要な柱となる輸入
中国は食料の国内増産に大きく政策転換し

たが、同時に輸入を供給の要として積極活用
する方針は維持している。決して閉鎖的な自
給自足体制を目指しているわけではない。理
由は中国においては食糧増産には耕地面積と
淡水資源の制約があり、さらに生態系の維持・
回復も優先度の高い政策となっているからだ。
一時的に輪作休耕の政策を棚上げしたとして
も、数年以内には再び導入するであろう。そ
の後、食料供給を安定させるには、輸入を拡
大せざるを得ない。ケタ違いに輸入量の多い
大豆はもちろん、もう一つ重要な飼料原料の
トウモロコシも、安定かつ大量の輸入確保は
中国にとって必須なのである。
輸入に関して今後、起きる可能性のある大

きな政策転換は、大豆、トウモロコシ、食肉
等の米国への依存の引き下げである。貿易摩
擦に始まった米中対立で、中国は農産物輸入
を対米カードに使い、米国からIT等先端分野
での猛烈な中国封じ込めを受けた。その結果、
米国が食料の対中禁輸を実施するリスクも常
に存在すると見るようになった。米中両国は
覇権をめぐる競争関係にあることをすでに深
く認識した以上、中国は禁輸などのリスクの
ある米国への依存は他国による代替可能な範
囲に留める選択をするであろう。そこから見
えるのは、世界の農産物貿易の流れが大きく
変わっていく可能性である。それが世界の農
業・食料の新しい現実であるなら、「コロナ感
染も米中対立も解消され、世界は旧に復する」
という幻想は捨てる必要があるだろう。

（ルアン　ウエイ）

資料 中国税関、中国農業農村部、Wind
（注） 20年1・2月の輸入単価データは公表されていない。
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第2図　中国の豚肉卸売、小売と輸入価格
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農地流動化の典型例である経営権の取引は、
経営権の権利保有者が、農地を所有している
集団に届け出れば、自由にできることになっ
ている。そのようななか、A村では、これま
で何度かまとまった農地の経営権取引を経験
してきた。聞き取りによれば、30ムー以上の
まとまった経営権の譲渡は、09年以降に８回
あり、取引面積が大きかった404ムー、162ム
ー、85ムーは、全て09年に集中している。そ
して、これらの取引において譲受先となった
のは、それぞれ全て１つの経営体である。最
も取引面積の大きく、かつA村にとって初め
てのまとまった経営権取引となった404ムーの
例では、１つの農企業に対し、160戸に及ぶ世
帯が経営権を譲渡した。

3　160戸の連なる農地経営権の取引例
404ムーの連坦化された農地経営権の取引

が行われたきっかけは、郷鎮政府の職員から
の紹介による。この頃、郷鎮政府では企業や
合作社の経営拡大要望に応えるため、郷鎮内
の村々に声をかけていたようであり、この声
掛けはA村にも届いた。
A村では村民委員会および村民大会を通じ

てこれを検討し、取引に至るが、まずはA村
の農地のなかでも経営権譲渡候補地が絞りこ
まれた。
候補地選出後は、経営権譲渡に対する賛否

を問うた。候補地に権利を持つのは160戸であ
った。このうち、若手を中心に賛成と譲渡希
望が多かったそうであり、それは中国の一般
的傾向のようである。それでも候補地に経営
権を持つすべての世帯がこれに同意した訳で

1　農地の集約化
中国では、経営権の期間譲渡（譲受）を中心

とした農地の流動化が進展しつつある。その
農地流動化においては、しばしば集積、集約
という用語が使用される。集積は、経営拡大
意欲のある経営体に経営権を譲渡すればよく、
現場を見ずとも、あるいは地図に落とし込ま
なくとも、経営体の経営面積によって第３者
でも把握できる。一方、集約はほ場の密集度
合いを問うものであり、ほ場の分布を知る必
要がある。農業経営の継続性という観点から、
いずれも重要であるが、最近は集約に注目が
集まっている。その理由は、ほ場の散らばり
方を除くすべての条件が同じ経営体であるな
らば、散らばりの少ないほ場を持つ経営体の
方が作業の効率化が図られやすいからである。
日本だけでなく中国でも、政策的に、あるい
は個別経営体から農地の集積とともに集約が
求められているのはそのためである。
本稿では、筆者が聞き取りを行った陝西省の

A村の例を紹介する。聞き取りは西北農林科技
大学の紹介の下、2019年６月に行われ、主とし
て村民委員会の主任（村長）が応対してくれた。

2　A村における農地流動化
A村は総戸数約300戸、人口約1,200人で構成

され、農地面積は約1,600ムー（107ha）である。
農地の流動化は09年から始められ、聞き取り
時点で流動化された面積は967ムーであった。
農地面積のうち流動化された面積の割合は
60.4%であり、17年における中国全体での同割
合が37%（農村経営管理情況統計による）であっ
たことと対比すると、高い数値である。

主任研究員　若林剛志

中国における農地集約化の一事例
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はない。実際に１割程度の10数戸が同意しな
かったという。このままでは連坦化できない
だけでなく、大規模かつ効率的な営農を希望
する借り手の要望にも応えることができず、
取引は成立しない。しかし、最終的には全て
の世帯に同意を得、取引が成立した。
この時、村民委員会が行ったことは、一言で

いえば地道な説得であるが、事はそう単純では
ない。取引成立へ向けて関係者に掛け合い、経
営権を持つ世帯には多様な提案を行っている。
まずは、説得にあたった者であるが、村民

委員会の委員だけでなく、郷鎮政府の職員も
加わり、複数人で賛同を得られなかった世帯
への説得にあたったという。
賛同が得られていない世帯で多かった意見

は、生活への不安だったそうである。これま
での経験から、請負農地において耕作を続け
ていれば、一定程度の生活維持の見込みは立
つ。しかし、経営権を譲渡すると、譲渡に伴
う地代収入は得られる見込みであるものの、
それが安定的に得られるか否かが不確実だと
考えられていた。
これに対し、村民委員会では、個別世帯の直

接の契約先は村民委員会であり、村民委員会
がまとめて農企業と契約するので、村民委員
会から安定的に地代が支払われることを伝え
理解を得ようとした。これにより、同意を得ら
れたこともあった。また、この地域の地代は、
地方政府が目安を示しており、その地代での
取引実績も蓄積されていた。地代水準は、通
常であれば、この地の主要作付品目である小
麦とトウモロコシから得られる純収益より高
いことが示され、認識を改める世帯もあった。
それでも自作を求める世帯があった。これ

に対しては、主に２つの提案をした。１つは、
農企業での作業従事である。村民委員会では、
郷鎮政府の職員の立ち合いの下、農企業と交
渉し、経営権取引が成立した後、数名がそこ
での農作業に関わり、賃金を得られることに

なった。この場合、経営者ではなくなるが、
農作業に従事でき、収入面でも労賃収入に加
え、地代を受け取ることができる。
もう１つは、代替地の利用である。今回の

譲渡候補地の外に請負地を持ち、かつ経営権
譲渡を希望する世帯から農地を借り、代わり
に候補地内の農地の経営権は譲渡してもらう
ことにした。もちろん、その時、面積や豊度
等の近い請負地が選択された。
こうして、160戸の全てが、経営権を譲渡す

ることとなり、連坦化され集約化された農地
が貸し出されたのである。

4　集約化への示唆
御厩敷（2014）は、相対取引が原則であった

日本の農地利用集積円滑化事業について、農
地利用の分散状況の抜本的な解消につながら
ないと指摘している。そうであるならば、相
対取引では個別事例ごとに意識的に集約に取
り組むことが求められよう。
中国では相対取引が原則である。本稿の事

例では、村民委員会の委員を中心とした方々
の貸し手に対する細かな配慮を含む取引成立
への努力があった。特に、初めてのまとまっ
た経営権取引であり、村の４分の１の農地を
一括で貸出したこの例では、相当の時間と労
力を要したはずである。
加えて、この事例は404ムーの借り手であっ

た農企業が、営農計画に合わせて希望した面
積から営農を開始することができている。こ
れは、空いた農地から集積し、経営規模を拡
大しながら、将来的には集約に向けて利用調
整するしばしば確認される接近法とは異なり、
経営体にとって理想的である。一事例とはい
え、興味深い事例であろう。

　＜参考文献＞
・ 御厩敷寛（2014）「農地集積バンクによる担い手への農地
集積と集約化の加速化」『時の法令』1957号、15～25頁

（わかばやし　たかし）

農林中金総合研究所 
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主事研究員　王　雷軒

中国のEコマース企業による農村拠点づくり
─ 京東数字科技集団の「京東恵民小站」 ─

化を手がける京東数科は、京東小売、京東物
流と合わせて京東グループの３大コア事業の
一つを担う会社である。
政府の政策推進と潜在顧客の開拓のため、

京東グループの創設者である劉強東氏は、15年
に「工業製品を農村部へ（Factory to Country）、
農産物を都市部へ（Farm to Table）、金融サー
ビスを農村部へ（Finance to Country）」という
３F事業戦略を打ち出した。この３F戦略のも
とで農村部向けのサービス拠点づくりが始ま
り、「金融小站」が設置されてきた。これが現在
の「京東恵民小站」（以下「恵民」）である（写真）。

2　京東数科の農村拠点づくりの状況
京東数科は、フランチャイズ方式で農村部

にある家族経営の小規模小売店（商店）と契約
し、恵民の設置を進めてきた。恵民となるた
めの条件として、①申請者が実店舗を有し、
その店舗面積が少なくとも30平方メートル以
上あること、②スーパーや小売店の経営、農
業生産資材の販売や農業関連サービスを行う
事業者であること、③実店舗は周辺に人の往
来が多く、郷鎮（日本の町村に相当）の繫華街に
立地すること、④少なくとも１人の常駐スタ
ッフを配置すること、などが要求されている。
申請者は、オンラインで京東数科にフラン

チャイズを申請し、京東数科による一定の選
考を経て恵民の店主となることができる。同
社のサイトによると、20年10月末時点の恵民
数は４万に達しており、全国の70%を占める
1,700超の区・県（日本の市に相当）、全国の10%
を占める8,000超の郷鎮をカバーするようにな

中国の農村部で通信設備や物流インフラが
整備されてきたことなどを背景に、2015年前
後から、アリババ、京東（ジンドン）、そして
拼多多（ピンドードー、以下「PDD」）などの電
子商取引（Eコマース）企業が相次いで農村部へ
の進出・事業展開を加速している。アリババ
グループの「農村淘宝」（農村タオバオ）は、14
年に中国初の農村部向けのEコマースを開始
し、数多くの村でサービス拠点を形成してき
た。また、15年創業のPDDもオンラインで農
産物を都市部の消費者に直接販売するサービ
スを提供し急成長している。
以下では、京東グループ傘下の子会社であ

る京東数字科技集団（以下「京東数科」）の農村
拠点である「京東恵民小站

（注）
」の設置状況や事

業内容を紹介したい。

1　京東の農村部での「 3 F」事業戦略
18年11月に設立された京東数科の前身は京

東の社内起業で13年10月に誕生した「京東金
融（JD Finance）」であった。産業のデジタル

日常用品の販売や物流配送、金融サービスを提供する
「京東恵民小站」
（写真引用　http://hm-jd.com/jdhmcy.html#_np=104_314）

農林中金総合研究所 
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り、2,700万人以上の利用者に多様なサービス
を提供しているという。

3　多様なサービスを提供する恵民
恵民の取り扱う事業内容は地域によって多

少異なるが、主なものとして、①物の販売・
代理購入、②荷物の配送や受け取り、③金融
サービスがある。これらは京東グループの３
大コア事業と密接に関係している。①は、生
活必需品などの小売に加えて、店主が、高齢
者層を中心とした直販型であるECサイトの京
東商城（JD.com）のアカウントをもっていない
人の代わりに商品を注文する、いわゆる代理
購入というサービスを展開している。後者は
恵民の特徴の一つである。
また、恵民は、農産物などを都市部の消費者

にオンライン販売している。これは、全国に
広がる恵民のネットワークと京東物流が構築
した数多くの物流センターなどの物流網によ
って可能となっており、販売代行やマーケテ
ィングを通じて販路に乏しい中山間地域や豊
作により消費し切れない農産物の流通にある
程度貢献していることで高い評価を得ている。
②について、恵民は、日本のコンビニと同

様、荷物の配送・受け取りサービスを提供し
ている。これまでの配達物流会社は恵民のよ
うな農村拠点を形成していないので、荷物を
農村に届けられなかった。京東物流が農村部
と都市部を結びつける物流網を整備したため、
恵民は荷物の配送・受け取りサービスを提供
できるようになった。このサービスの提供か
ら徴収される手数料は、農村の若者のネット
ショッピング増加や、農産物などの都市部へ

の配送増加を背景に、恵民の重要な収入源の
一つとなりつつある。
③は、京東数科が直営する金融サービス（内

部）と、他の金融機関と提携する形で展開する
金融サービス（外部）に分けられる。内部金融
サービスとして、例えば、恵民利用者にクレ
ジットサービスを提供する「京東白条」（credit 
pay）、キャッシングサービスを提供する「金
条」（cash now）などの消費者金融がある。ま
た、外部金融サービスとして、銀行が発行す
るクレジットカードのプロモーションなどが
ある。恵民は、利用ニーズはあるものの高齢
等を理由にオンライン金融サービスが困難な
一部の農家を対象としたプロモーションも行
っている。恵民は実績に応じて京東数科から
仲介手数料を得ている。

4　Eコマース企業の農村拠点の展望
以上のように、恵民は農村部の好立地にあ

り、物販、物流配送、金融サービスを含めて
ワンストップで農村住民にサービスを提供で
きる拠点となっている。
現在、政府はコロナ禍で内需拡大戦略を打

ち出し、農村の潜在的需要をさらに喚起する
方針を示している。加えて、都市部の消費者
へ向けた農産物のオンライン販売需要も拡大
していることから、恵民は更なる成長の余地
がある。一方、成長の余地があるということ
は、農村部でもEコマース企業の競争がさら
に激化することが容易に予想される。恵民の
次の一手に注目したい。

　＜参考文献＞
・ 王雷軒（2020）「急成長する中国のEC企業『拼多多』」『農
中総研 調査と情報』web誌、 1月号、34～35頁

・杜 山・ 文璞編著（2018）『从小 信 到普惠金融』中
国社会科学出版社、434～443頁

・京東恵民http://hm-jd.com/（2020年12月11日アクセス）

（オウ　ライケン）

（注）「恵民小站」を邦訳すると「利用者に利便性を
もたらす小さな拠点」となる。「恵民」は利用者
に利便性をもたらす、「小站」は小さな駅という
意味である。
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1　繁殖めす牛頭数の重要性
和牛生産の動向把握に、繁殖基盤である繁

殖めす牛頭数の確認は欠かせない。なぜなら、
今後の和牛生産頭数を推定できるからである。
加えて、繁殖農家がめす牛を繁殖の用に供す
るのか、肥育牛とするかを捕捉することで、
増頭に伴う一時的な肥育用めす牛の出荷減等
の動向をつかむこともできる

（注1）
。

この繁殖めす牛頭数を規定しているのは、
3.5年前の繁殖農家の損益と戸数であることが、
統計分析で判明している。従って、ある時点
の繁殖農家の損益と戸数は、3.5年後の繁殖め
す牛頭数の先行指標である。実際の頭数の推
移に２つの変数から計算した理論値を重ねる
と、双方はおおむね同じ動きを示す（第１図）。
3.5年のずれが生じるのは、和子牛生産期間

専任研究員　平田郁人

和牛生産の短期的見通しと繁殖めす牛増頭に向けた
政策課題

が妊娠期間（9.2か月）や初産月齢（24.4か月）で長
いことと、農家が和子牛価格変動を踏まえ頭
数を調整するのに一定期間要するためである。
このため、最終生産物の牛肉需給にミスマッ
チが生じ、家畜疾病の発生や輸出入の増減等
の外的要因がなければ、繁殖めす牛頭数が約
７年周期で循環するキャトルサイクルが発生
する（第２図）。3.5年のずれはこのサイクルの
２分の１である。

2　和牛生産の短期的見通し
21年以降の和牛生産の見通しは明るいとは

言えない。その要因は２点ある。一つは近年、
繁殖めす牛頭数を損益と戸数で規定する構造
が変化したことである。これは繁殖農家の高
齢化と、後継者・参入者の確保・育成が不十

分で、担い手の質的変化による和牛
の潜在生産力が減衰したためと考え
られる。第１図では87年以降に繁殖
めす牛頭数の増加局面は３回あり、
１回目が88～93年、２回目が06～10
年、３回目が15～19年である。１・
２回目は、ほぼ全期間で実績値が理
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年
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第1図　繁殖めす牛の飼養頭数と理論値の推移

資料 農林水産省「畜産統計」「畜産物生産費統計」
（注） 1 理論値は、重回帰式「0.244×3.5年前の繁殖農家の損益（千円）＋0.537×3.5

年前の繁殖農家戸数（千戸）＋612.0」で算出した。相関統計値は、自由度調整済
み重決定係数（1.0≧R2≧0）が0.711と相関が強く、切片を含む3項目のP値は1%
未満と有為性も高い。

 2 繁殖農家の損益は、主産物（和子牛）価額から全算入生産費を差し引いたもの。
 3 19・20年の繁殖農家の損益は、生産費調査（18年）の主産物価額に指定市場

の和子牛価格の変動率を乗じて筆者が推算した。

①
予測値

繁殖めす牛飼養頭数
（理論値、先行指標）

繁殖めす
牛飼養頭数
（実数）

②

バブル景気の終盤で旺
盛な需要があるなか、91
年の牛肉の輸入自由化
に対し、輸入牛肉と競合
し難いと思われた和牛の
生産が増加した。

BSEの影響で00年の欧州
産、03年の米国産と相次
いで牛肉が禁輸となり、牛
肉供給量が減少し牛肉価
格が上昇・高値推移したこ
とから、繁殖農家の増頭性
向が高まった。

好景気が継続するなか、輸出やインバ
ウンドも増加し、和牛価格が上昇した。

③

資料 農畜産業振興機構（2012）「畜産の情報」6月号

第2図　キャトルサイクルのイメージ

約7年周期
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増頭意欲

子牛価格
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上昇
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生産意欲減

子牛取引
頭数増加

子牛取引
頭数減少
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飼養頭数減 種付け→妊娠
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論値を上回って推移し、増加ペースも実績値
の方が大きかった。しかし直近の３回目は、
実績値が理論値を常に下回り増加ペースも低
いことがわかる。
もう一つは、繁殖農家の直近の損益ピーク

が16年後半であり、3.5年後の20年から繁殖め
す牛頭数が減少に転じると予測されることで
ある。実際20年前半の頭数は減少している。
これに加え、コロナ禍で和子牛価格は３月以
降低下し、５月にピーク時（16年第３四半期）の
約７割となり、10月も同８割で推移し繁殖経
営を圧迫している。これまで和牛肉価格と和
子牛価格の連動性は高く、直近10月の和牛肉
価格は前年並みに回復したが、和子牛価格は
低迷を続け特異な状況にある

（注2）
。これは半年間

の和牛肉価格暴落で、肥育農家の資金繰りが
悪化し、家畜市場での和子牛の購買力が低下
したことと、今後の感染状況・対策の不透明
さや和牛肉在庫の多さから、肥育農家が和子
牛購入に慎重なためと考えられる。このため、
20年からの周期的変動による頭数減に、コロ
ナ禍の和子牛価格低迷に併う繁殖農家の損益
悪化が加わり、繁殖めす牛頭数は今後、従来
になく減少する懸念がある。

3　繁殖めす牛増頭に向けた政策課題
政府は牛肉の輸出増大を見込んで和牛の生

産拡大に取り組み始めている。繁殖農家に対
しては様々な助成措置が講じられているが、
一時的な助成措置で和子牛を（拡大）再生産で
きる環境になっても、農家は安心して経営を
続けようとは考えないだろう。肝心なのは持
続可能な経営環境が、長期にわたり担保され
ることである。翻って、繁殖農家に対する経
営安定対策の根幹である肉用子牛生産者補給
金制度は、和子牛等子牛価格を下支えするも
ので、立法措置に基づく長期に安定した制度
である

（注3）
。しかし発動基準の保証基準価格は、

90年度の制度創設から18年度まで、牛肉自由
化前７年間の和子牛販売価格をベースに算定
していたため、和牛の大半を占める黒毛和種
１頭当たりの保証基準価格は、30万円台前半
の低い水準で据え置かれていた。このため黒
毛和種で発動されたのは過去３回（四半期）の
みである。しかし19年度にTPP対策として、
生産費ベースでの算定方式に変更され、肉用
牛繁殖経営支援事業と併せて一気に54万円に
まで保証基準価格が引き上げられた。このこ
とは農家の経営継続意欲につながると考えら
れる。
ただし、新算定方式には自己資本利子・地

代の機会費用が不算入で、労働費も全平均よ
り少ない10頭以上層の金額で算出されている
こと等から、直近の19年度生産費統計の和子
牛の全算入生産費（65万円）より、保証基準価
格はかなり低い。今後、現在の保証基準価格
の算定方式のままで、コロナ禍の影響を最小
限に抑え、農家の旺盛な規模拡大意欲を醸成
できるのか、注視していかなければならない。
そして仮に繁殖めす牛頭数が減少し続けるよ
うであれば、保証基準価格引上げについての
検討が必要となろう。

（ひらた　いくひと）

（注 1）畜産統計調査では繁殖めす牛を「子牛生産を
目的に飼養している和牛めす牛で、過去に種付け
したことのあるめす牛および将来種付けすること
が確定しているめす牛」としている。

（注 2）和牛肉価格の回復はGoToトラベル・イート
で宿泊業界や外食産業で需要が回復していること
が主因である。大手外食チェーンが新たに和牛を
メニューに加える動きをしたことも一つの要因で
ある。さらに、牛肉輸出も日米貿易協定で低関税
枠が拡大し、8月の米国向け輸出も増加している。

（注 3）88年の日米貿易交渉で91年から牛肉自由化が
決定したことを受けて、制定された肉用子牛生産
安定等特別措置法に基づき措置された肉用子牛の
価格保証制度で、子牛価格が保証基準価格を下回
った場合、差額を国が生産者補給金として子牛生
産農家に交付するもの。

農林中金総合研究所 
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理事研究員　小掠吉晃

缶ワインからブドウ畑まで
─ ユニークなワイナリー、モンデ酒造の自社栽培拡張 ─

1　ワインの感動を詰める容器
モンデ酒造株式会社（山梨県笛吹市）は石和

温泉の宿泊先から徒歩圏内にあり、見学、試
飲のできるワイナリーとして観光客に人気だ。
また最近では、コンビニエンスストア（以下
「コンビニ」）で買う缶ワインを通して当社を知
る人も多くなった。
2008年、当社は大和製罐（株）が開発したワ

イン専用ボトル缶を最初に採用し、駅・車内販
売向けの国産ワインを発売。これに続くチリ
産ワインを使った缶ワインのシリーズが幅広
い消費者の支持を集め、ビール系飲料、RTD

（注）
が

ひしめくコンビニ冷蔵ケースの酒類コーナー
で存在感を徐々に高めていった。
今、当社の生産するワインの約８割が缶ワ

インとなっており、さらには他社のワイン、
清酒等の缶への充てんも受託する。ワイナリ
ーとしては異色の存在だ。
20年春からは新型コロナのため当社は見学・

試飲を中止、観光関連の売上は壊滅的な打撃
を受けた。だが、増加する家飲み需要をチャ
ンスと捉え、平年ならビンに詰める甲州ワイ
ンを缶ワインとして大手コンビニチェーン向
けに投入、幅広い消費者層に甲州ワインを気
軽に楽しめる機会を提供した。
当社のワインの商品構成を、原料と容器の切

 ワイナリー見学者向けの
展示（筆者撮影）

 大手コンビニに並ぶ缶ワイ
ン（イメージ写真）（筆者撮影）

り口で整理すると第１表のようになる。輸入
ワインは新しいスタイルの缶に特化し、日本ワ
インでは地元で親しまれてきた一升瓶から、
缶ワインまで幅広くカバーしながら、720mlボ
トルのところで自社畑限定ワインも揃え、こ
だわりの深さを出している。
「詰めているのは感動です」当社ホームペー
ジを開くと最初にこの文字が現れるが、「詰め
る」という言葉のなかには容器の大切さも含
んでいるのだろう。

2　総合力で支える自社栽培
ワインの出来はブドウ８割、醸造技術２割

で決まると言われるほど原料ブドウは重要だ。
日照や土壌という畑の条件に加え、単収の抑
制、適時の収穫、小まめな防除・除草等、栽
培管理の工夫と努力が凝縮度の高い良質な原
料ブドウを生む。
当社は05年、0.3haの畑から自社栽培を開始

し、その後、廃業する農家の農地を引き継ぐ
などで栽培面積を徐々に拡大、現在農場は３
地域、約２haに至っている。栽培する主な品

原料
容器

輸入ワイン
使用

日本ワイン
国産原料購入 自社栽培原料

一升瓶 〇

720ml瓶
通常ワイン
ボトル

〇
〇

（甲州、
マスカットベリーA、
ヤマソービニオン）

360ml瓶 〇

ボトル缶
（300ml）

〇 〇

資料 筆者作成
（注） ○印が製品を製造している区分。

第1表　 当社ワインの原料と容器の組合せ

スパークリング・タイプ
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種は甲州、マスカットベーリーA、ヤマソービ
ニオン、メルロー等で、これらは自社畑限定
のプレミアムワインに使用される。20年は初
夏に長雨が続く厳しい年であったが、当社で
は例年以上に手間をかけ品質への影響を最小
限に抑えたという。
ブドウ栽培は５～７月の新

しんしょう

梢管理、房づく
り、雨よけ、防除、９～10月の収穫の時期に
作業が極度に集中する。農家は生食用ブドウ
や他の果樹と組み合わせ、年間作業の平準化
を図っているが、当社では他の業務部門との
協力のなかで対応している。醸造課の栽培担
当は３人のみだが、季節によっては醸造課８
人全員で作業し、さらに収穫等の繁忙期には
工場、販売、事務等、全社から応援を得る。
自社栽培はそれを支える総合力が重要だ。

3　原料ブドウの調達懸念
国産ブドウを100%用いた日本ワインが、安

定した地位を確保している一方で、原料ブド
ウの供給事情は非常に厳しい。ブドウ農家は
高齢化で減少傾向にあり、山梨でも自分の代
を最後に廃業する予定の農家が多いそうだ。
また、近年、醸造用ブドウから利益の取れる
シャインマスカットに改植するケースが増え
たことも状況を一層厳しくしている。
原料ブドウで国内生産量が最大の甲州は、

生食・醸造の兼用種で、そのほとんどが山梨
県で生産される。晩成で生食用品種と収穫時
期が重ならないことから、農家は生食用と組
み合わせ栽培してきた。甲州の栽培面積も減
少したのだが、生食向け需要が新しい品種に
押され減少し、醸造用への仕向けが増えたこ
とでワイン需要に応えることができた。しか
し、既にほとんどが醸造向けになっており、
今後は栽培面積の減少が供給減に直結する。

4　放棄地を開墾、自社栽培を 3倍に
山梨では丘陵地の畑で耕作放棄が増えてい

る。丘陵地は品質の良い原料ブドウが生産で
きるのだが、区画が小さく機械が入らず作業
負担が重いためだ。県ではこうした放棄地の
区画を整理しワイナリーにあっせんしており、
当社はこれらを活用し、22年までに4.5haの自
社農場を新たに確保する計画だ。すべての畑
が成園化すれば、現在の原料ブドウ調達量の
３割程度を自給でき、不安はかなり緩和され
る。プレミアムワインだけでなく、一般ワイ
ンの原料まで幅広く栽培したいという。
缶から一升瓶まで、充てんラインから観光

施設まで、輸入ワインから自社栽培まで、ワ
インのすべてを詰め込んだ「凝縮度」の高い
ワイナリーの今後が楽しみだ。

　＜参考文献＞
・ 山梨ワイン産地確立推進会議（2016）「山梨ワイン産地確
立推進計画　H28～H37」

（おぐら　よしあき）
（注）Ready to Drinkの略。酎ハイ、ハイボール等、買
ってすぐそのまま飲める低アルコール飲料を指す。

 19年に拡張した自社畑。2年後には収穫
できる（モンデ酒造提供）

 自社畑での甲州ブドウ収穫風景
（モンデ酒造提供）

 雑草に覆われた丘陵地。4haの自社畑
が生まれる予定（筆者撮影）
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2　取扱高
市場全体としての取扱数量、金額の減少幅

はどの程度であろうか。第２表によると、数
量は08年から18年にかけて7,196千トンから
5,043千トンへと29.9%減少し、金額は33,067億
円から26,347億円へと20.3%減少している。内
訳を見ると、水揚量、輸入品を含む搬入量い
ずれも減少しており、一方が他方を補う関係
は見られない。また、全体の中の数値として
は大きくないが、活魚の取扱高は増加傾向に
あり、市場流通の強みを活かしやすい部類と
して定着していることがわかる。

3　漁協開設市場
産地市場の多くは漁協が開設している。そ

こで、市場のうち漁協開設の市場について、
取扱金額規模別に見たのが第３表である。市
場数は、08年の694から18年には603に減少し
ている。取扱金額規模別では、10年間で市場

数の多い5,000万円から30億円ま
での階層が全て市場数を減少さ
せている。しかし、13年を境に
増減率を時期別で見ると、10～
20億円の階層では減少ペースが
13年から18年にかけて鈍ってお
り、20～50億円の各階層では増
加に転じている。5,000万円以下
の層が継続的に増加しているこ
とからは、全体として下の階層
への移動が生じていることがわ
かるが、一方で、50億円以上の
階層は不動である。これらの点
からは、センサスの限りでは、
おおむね5,000万円から30億円の
階層において、下方に低落する
市場と統廃合を通じて取扱金額

水産物は産地市場と消費地市場という２つ
の市場を通じて流通している。特に前者は、
漁協の事業利益のうち最大を占める販売事業
が行われる場であり、その重要性の高さは言
うまでもない。今回は、直近における魚市場
の動向について、漁業センサスに即して把握
してみたい。

1　魚市場数
まず、2018年の魚市場の総計は803であり、

08年から118減少している（第１表）。この総計
は非沿海地区の市場と中央卸売市場を含んで
おり、うち産地市場と考えられる市場（沿海地
区の地方卸売市場とその他市場の合計）は749と
なる。この産地市場の減少は統廃合によるも
のを含む。産地市場を中心に冷凍・冷蔵・加工
を含む産地機能の集約は、沿岸漁業にとって
経年の課題であるが、近年は「浜の活力再生広
域プラン」によって政策的に推進されている。

主事研究員　亀岡鉱平

漁業センサスにみる魚市場の動向

総計

計 中央卸売市場 地方卸売市場 その他 産地市
場と考え
られる
市場数
（a＋b）

沿海
地区

非沿海
地区

沿海
地区

非沿海
地区

沿海
地区
（a）

非沿海
地区

沿海
地区
（b）

非沿海
地区

08年 921 896 25 32 6 409 17 455 2 864
13 859 827 32 27 7 394 24 406 1 800
18 803 774 29 25 7 389 21 360 1 749
資料 農林水産省「漁業センサス」、以下同じ

第1表　 魚市場数
（単位　魚市場）

08年 13 18 増減率
（18/08）

数量

総数 7,196 5,870 5,043 △ 29.9
うち活魚 195 219 228 16.9
水揚量 4,102 3,465 3,148 △ 23.3
搬入量 3,094 2,405 1,895 △ 38.7

金額
総額 33,067 27,626 26,347 △ 20.3

うち活魚 1,877 1,867 2,316 23.4

第2表　 魚市場全体の取扱高
（単位　千トン、億円、％）
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では、統廃合以外の対応もおのずと模索され
ることになる。漁協による買取販売や大型量
販店との取引はその代表的なものであろう。
つまり、取引方法自体を変化させる対応であ
る。逆に言えば、こういったオルタナティブ
としての取組みは、本流の市場流通の情勢に
左右されながら展開するものであり、一体的
なものとして双方とも視野に入れた理解が必
要となる。

　＜参考文献＞
・ 農林水産省編（2011）『新時代の漁業構造と新たな役割─

2008年漁業センサス構造分析書─』農林統計協会
・ 農林水産省編（2017）『わが国水産業の環境変化と漁業構
造─2013年漁業センサス構造分析書─』農林統計協会

（かめおか　こうへい）

を維持する市場の差が表われて
いると推察される。第２表のと
おり取扱高が減少している中で
は、統廃合の推進が一層必要と
されるが、同時に、単に統廃合
するだけでは、将来的にさらな
る統廃合を迎えることになるだ
けのように思われる。魚価向上
に向けた戦略と一体となること
で、個々の市場としての取扱高
の維持という統廃合に期待され
る効果が十分に発揮されるよう
になると考えられる。

4　 卸売業者数が 1業者のみの
魚市場
市場自体の統廃合と共に、卸

売業者の減少も進んでいる。卸
売業者数が１業者のみの市場に
ついて取扱金額規模別で見たの
が第４表である。まず第１表と
併せて見ると、減少している市
場は専ら卸売業者が１業者のみ
の市場であることがわかる。市
場の多くが漁協開設の産地市場
であることから、１業者のみの
市場の減少は、漁協合併や小規模漁協におけ
る市場業務廃止の帰結であると考えられる。
階層別では、やはり全体としての階層の低落
の傾向が見られる。しかし、13年から18年に
かけては、20～50億円の２つの階層は増加に
転じている。また、1,000～5,000万円の階層は
僅かだが減少に転じている。20億円以上の市
場においては、統廃合等により取扱金額を維
持する動きが表われていると言える。

5　統廃合以外の対応の模索
センサスに基づく魚市場の動静からは、統

廃合が進展する一方で、全体としての取扱高
は継続して減少しており、個々の市場として
も統廃合だけでは対処しきれない状況がある
ことが観察できた。したがって、流通の現場

08年 13 18 増減率
（18/08）

増減率
（13/08）

増減率
（18/13）

100億円以上 21 26 21 0.0 23.8 △ 19.2
50～100億円 30 29 26 △ 13.3 △ 3.3 △ 10.3
30～50億円 36 28 34 △ 5.6 △ 22.2 21.4
20～30億円 42 23 34 △ 19.0 △ 45.2 47.8
10～20億円 98 88 82 △ 16.3 △ 10.2 △ 6.8
5～10億円 130 109 97 △ 25.4 △ 16.2 △ 11.0
1～5億円 283 259 232 △ 18.0 △ 8.5 △ 10.4

5,000万円～1億円 105 78 63 △ 40.0 △ 25.7 △ 19.2
1,000～5,000万円 70 99 94 34.3 41.4 △ 5.1
1,000万円未満 17 22 29 70.6 29.4 31.8

計 832 761 712 △ 14.4 △ 8.5 △ 6.4

第4表　 卸売業者数が1業者のみの魚市場数の取扱金額規模別推移
（単位　魚市場、％）

08年 13 18 増減率
（18/08）

増減率
（13/08）

増減率
（18/13）

100億円以上 8 12 8 0.0 50.0 △ 33.3
50～100億円 13 13 13 0.0 0.0 0.0
30～50億円 21 17 25 19.0 △ 19.0 47.1
20～30億円 32 18 23 △ 28.1 △ 43.8 27.8
10～20億円 74 60 58 △ 21.6 △ 18.9 △ 3.3
5～10億円 110 89 79 △ 28.2 △ 19.1 △ 11.2
1～5億円 257 242 211 △ 17.9 △ 5.8 △ 12.8

5,000万円～1億円 98 80 61 △ 37.8 △ 18.4 △ 23.8
1,000～5,000万円 65 89 94 44.6 36.9 5.6
1,000万円未満 16 21 31 93.8 31.3 47.6

計 694 641 603 △ 13.1 △ 7.6 △ 5.9

第3表　 漁協開設市場数の取扱金額規模別推移
（単位　魚市場、％）
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1　漁獲規制の強化と運用での問題
米国沖合の資源管理の根拠法であるMagnuson-

Stevens Fishery Conservation and Management 
Act（以下「MS法」）により、排他的経済水域の
水産資源を主管するのは商務省

（注1）
とされている

が、具体的な資源管理の方法を議論する場は
各水域の水産資源管理委員会（以下「資源委員
会」）である。同法は、漁獲規制を強める方向
で改正がなされてきた。
まず、1996年には、過剰漁獲された魚種・

魚群について資源委員会は水産資源回復計画
（以下「回復計画」）を策定することとなった。
さらにその回復計画は10年以内に回復させる
ことを目指したものにすることが定められた。
次に06年には、資源委員会内に科学統計部

会を設置することとなった。また、管理対象の
魚種・魚群について年間の漁獲量に上限（年間
漁獲制限（annual catch limit））を設けることと
なり、その設定において資源委員会は科学統
計部会の勧告した水準を超えないこととされ
た。これにより、同部会の推奨する厳しい漁
獲量の制限を同委員会は採択せざるを得ない
状況も起っている（Marino, Joseph IV（2017））。
また、一律で硬直的な資源管理の在り方への
疑問の声があがった。

2　国家基準の指針の見直し
ところで、資源委員会は資源管理の方法を

定める際にMS法の国家基準を考慮しなくては
ならない。この国家基準の解釈や運用に関し、
指針が定められている。
商務省海洋資源局は12年に国家基準の指針

の見直しを行うために広く意見を募った。議
論を開始してから４年後の16年に国家基準の
指針が改訂された。このときに２つの漁獲量
調節方法（段階的削減と繰越し）が同指針に追加
された。

3　緩やかな漁獲量の削減へ
段階的削減（第１図）とは、漁獲量の上限をい

きなり削減するのではなく、緩やかに削減して
いく方法である。これは、新たな科学的情報によ
り大幅な漁獲制限が必要で、それが漁業・遊漁
などの産業に短期的な悪影響を及ぼす可能性が
ある場合に認められる漁獲量調節方法である。
漁獲水準を安定化させるため、資源委員会

主任研究員　田口さつき

米国の沖合漁場の資源管理　その5

第1図　 段階的削減を示すイラスト

資料 米国商務省海洋大気庁海洋資源局
　 https://www.f isher ies.noaa.gov/national/laws-and-
policies/2016-revisions-national-standard-1-guidelines

（注）  上図が16年の「国家基準1」の指針（NS1guidelines）改訂前、
下図が改訂後を示す。

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/

https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/2016-revisions-national-standard-1-guidelines
https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/2016-revisions-national-standard-1-guidelines


農中総研　調査と情報　2021.1（第82号） 25

は過剰漁獲を防いでいる限り、３年を超えな
い期間で段階的に漁獲量を減らす方法を選ぶ
ことができるようになった。このような段階
的削減があることで、漁業・遊漁などの産業も
計画的に事業を進めることができるものとさ
れる。同時に「過剰漁獲された」魚種・魚群

（注2）
に

ついても段階的な漁獲量の調節が適切かどう
かを見極めるべきとされた。

4　取り残し分を翌年へ
繰越しは、実際の漁獲量が年間漁獲制限を

下回った場合に、その漁獲していない分の漁
獲量を翌年の生物学的許容漁獲量に反映して
増加させることを認めるものである（第２図）。
年間漁獲制限は、生物学的許容漁獲量

（注3）
に基づ

いて設定されているため、繰越しにより翌年
の年間漁獲制限が引き上げられる可能性が高

まる。ただし、引き上げられるといっても年
間漁獲制限は過剰漁獲規制値

（注3）
を超えることは

できない。
この調整方法は、漁業者に対し、割り当て

られた漁獲枠ぎりぎりまで採捕をしなくては
ならないという心理的圧力を軽減するために
設計され、危険な状況や市況が芳しくない状
況で無理に採捕することや、制限いっぱいま
で努力した結果、年間漁獲制限を上回ってし
まう事態を防ぐものである。
これら２つの漁獲量調節方法は、実際に各

資源委員会に採用されている。現在、どのよ
うな場合に適用されるべきかを検証する段階
となっている。

　＜参考文献＞
・ Marino, Joseph IV （2017）“Keeping More than 
One Fish in the Sea: Why the Magnuson-Stevens 
Act Should Be Reauthorized,” University of 
Massachusetts Law Review: Vol. 12 : Iss. 1, Article 5. 
　https://scholarship.law.umassd.edu/umlr/vol12/
iss1/5/（2020年12月 1日最終アクセス）

・National Marine Fisheries Service“Frequent 
Questions: National Standard 1 Final Rule”.
　https://www.fisheries.noaa.gov/sustainable-
seafood/frequent-questions-national-standard-1-
final-rule（2020年12月 1日最終アクセス）

（たぐち　さつき）

（注 1）MS法は、基線から 3海里から200海里の水域
（後に排他的経済水域（EEZ））を連邦政府の管轄と
定め、この水域の水産資源を商務省が統制するこ
ととしている。基線から 3海里までは、沿岸の州
政府が管轄する。

（注 2）「過剰漁獲された」とは、個体の規模が小さ
過ぎ、最大持続生産量を生み出す可能性が危機に
ある状態をいう。「国家基準 1の指針」（NS1 
guidelines）で最大持続生産量は「現状の生態及
び環境条件、漁獲技術、船舶間の漁獲量の分布の
もと、魚種・魚群から得ることができる最大の長
期平均漁獲量」と定義されている。

（注 3）年間の漁獲量の上限は、資源委員会が過剰漁
獲規制値（overfishing limit）を定め、生物学的許
容漁獲量（acceptable biological catch）を勧告
し、年間漁獲制限を特定し、年間漁獲量目標
（annual catch targets）を設定するという過程
を経て確定する。過剰漁獲規制値はこの漁獲量を
超えると、過剰漁獲となる漁獲量であり、最大持
続生産量に対応するものとされている。最大持続
生産量が推定できない場合は、過剰漁獲規制値は
定めなくてもいい。生物学的許容漁獲量は、対象
とする魚種・魚群に関する情報や最大持続生産量
が不確かであるため、過剰漁獲規制値より少なく
設定される。年間漁獲制限は、生物学的許容漁獲
量を超えてはならないが、しばしば等しく設定さ
れる。年間漁獲量目標は、実際の操業で年間漁獲
制限を上回ることがないよう、年間漁獲制限より
少なく設定される。

第2図　 漁獲量の未達部分の翌年への繰越しを
示すイラスト

資料 第1図と同じ

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/

https://scholarship.law.umassd.edu/umlr/vol12/iss1/5/
https://scholarship.law.umassd.edu/umlr/vol12/iss1/5/
https://www.fisheries.noaa.gov/sustainable-seafood/frequent-questions-national-standard-1-final-rule
https://www.fisheries.noaa.gov/sustainable-seafood/frequent-questions-national-standard-1-final-rule
https://www.fisheries.noaa.gov/sustainable-seafood/frequent-questions-national-standard-1-final-rule


農中総研　調査と情報　2021.1（第82号）26

〈レポート〉農林水産業

主席研究員　河原林孝由基

地域新電力を核とした「地域循環共生圏」の実現へ
─ 滋賀県・湖南市でのローカルSDGsの取組み ─

2　湖南市版シュタットベルケ構想
地域新電力会社「こなんウルトラパワー」の

事業目的は「戦略プランに掲げる基本方針の実
現」にある。そのための事業内容として、主に
①小売電気事業、②熱供給および熱利用事業、
③新事業やまちづくり事業等地域振興に関す
る事業を手掛けることとし、事業推進にあたっ
て湖南市と包括的連携協定を締結している。形
態は株式会社（資本金1,160万円）とし、湖南市
が過半を出資し残りを地元商工会・民間事業
者で出資する、いわゆる自治体新電力である。
事業展開での資金調達は自己資本・事業収

益に加え、グリーンボンド（環境債）等のESG
投資を呼び込むことで財源を確保している。
当社は18年度に自治体新電力では全国初とな
るグリーンボンド（発行額1.1億円）を発行し、
市内の物流センター２件で屋根置き型太陽光
発電事業（発電出力273kW、266kW）と学校施設
４校の照明LED化事業を実施した。翌19年度
にもグリーンボンド（同６千万円）を発行し、
市内ならびに隣接自治体（竜王町）の小学校と
図書館で省エネサービス事業を展開している。
市民共同発電所や太陽光発電事業を中心に

調達した電力は公共施設への供給から始まり
民間施設へと展開し、現在は一般家庭にも供
給している。当社に電力を切り替えたことで、
公共施設の電気料金は年間約１千万円の節減
（△11%）となり行政コストの削減につながっ
ている。また、小売電気事業による利益は、
子育て支援として保育園に省エネ型エアコン
を寄贈するなど地域に還元している。
このような自治体新電力の取組みは「シュ

タットベルケ」とも呼ばれる。電力自由化や

1　フロントランナーはその先へ
「福祉のまち」として知られる滋賀県湖南市
では全国に先駆けて市民共同発電所が稼動
し、自然エネルギー活用の考え方・ルールを
示した条例を制定して多様な主体との連携に
より様々な先進的な取組みを展開してきた

（注1）

。
それら取組みのベースになっているのが条例
に基づき策定した計画「湖南市地域自然エネ
ルギー地域活性化戦略プラン」（以下「戦略プ
ラン」）である。
第一次戦略プランは2015年に策定した５か

年の計画で、自然エネルギー活用による地域
経済の活性化、脱炭素化に向けた取組みを中
心に据え、16年には電力小売全面自由化を機
に官民連携による地域新電力会社（自治体新電
力）を設立した。地域で調達した電力を地域に
供給することでエネルギー費用の域外流出を
最小限に止め、エネルギーと経済の域内循環
による地域の活性化を企図している。
今年度（20年度）から第二次戦略プランがス

タートしており、これまでの自然エネルギー
活用や脱炭素化の視点に加えて「地域循環共
生圏」やSDGsといった考え方を前面に出した
ことが特徴だ。その構想の中核となるのが先
述の地域新電力会社「こなんウルトラパワー」
である。そこから生み出される様々な価値を
域内循環させ、SDGsの基盤となる経済・環
境・社会の３つの側面から地域課題の解決に
つなげていく。この構想により湖南市は国の
「SDGs未来都市」にも選定されており、20年
８月には国に先駆けて「2050年までに二酸化
炭素排出実質ゼロ」を目指す「ゼロカーボン
シティ」の宣言をしている。

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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自然エネルギー活用で先行する
ドイツでは、シュタットベルケ
（Stadtwerke：直訳すると「都市公

社」）の存在が大きい。シュタット
ベルケとは、自治体が出資して、
電気、ガス、地域熱供給、上下水
道、公共交通、廃棄物処理など地
域に密着したインフラサービスを
提供する公益事業体である。その
歴史は古いが、とくにドイツでの
1998年の電力全面自由化、00年の
固定価格買取制度の導入により、
約1,400ある事業体のうち900余り
でエネルギー事業を主力に展開し
ている。その多くが小売電気事業
で利益を確保し他のサービスに配
分することで、全体として地域公
共サービスの維持・向上を可能に
しているのである。こうした事例
も参考に湖南市では「SDGs未来都
市」の実現に向け「湖南市版シュ
タットベルケ構想」を立ち上げた
のである。

3　 湖南市の“2030年”のあるべき姿
30年はSDGsのゴールの年である。そこに向

けた湖南市のあるべき姿を描いたのが第１図
である。これらの取組みをSDGsの目標に当て
はめてみるとどうか。自治体新電力を核とす
る取組みは、目標７「エネルギーをみんなに
そしてクリーンに」、目標11「住み続けられる
まちづくりを」、目標13「気候変動に具体的な
対策を」に貢献するだけでなく、ほぼ全ての

目標をカバーしているのがわかる。それを地
域の多様な主体とのパートナーシップ（目標
17）により実現するのである。
この構想は環境省が提唱する持続可能な地

域づくりを目指す「地域循環共生圏」にも通
じている。これは、各地域が地域資源を再認
識し最大限活用しながら自立・分散型の社会
を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補
完し支え合うことにより、地域の活力が最大
限に発揮されることを目指すものだ。それに
は第１図から見て取れるように地域で様々な
好循環を起こし連動させていくことが重要で
ある。「地域循環共生圏」を創造することでロ
ーカルにSDGsに貢献する。“Think globally, 
Act locally”のお手本である。

（かわらばやし　たかゆき）

（注 1）詳しくは河原林孝由基（2020）「“誰一人取り残
さない”SDGs未来都市への歩み─滋賀県・湖南
市にみる福祉とエネルギーの自治と実践─」『農
中総研 調査と情報』web誌、 9月号で紹介。

　https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/
nri2009re5.pdf

第1図　 湖南市版シュタットベルケ構想

資料　湖南市提供

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/nri2009re5.pdf
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/nri2009re5.pdf


農中総研　調査と情報　2021.1（第82号）28

〈レポート〉農漁協・森組

桃生地区（旧桃生町）のガーベラの生産量は、

関東以北最大である。

桃生地区でのガーベラ栽培は、1994年に３

人の生産者が始めた。ガーベラは、それまで

栽培していたキクと比べて作業負担が少なく、

夏は涼しく冬は雪が少ない当地の気候も適し

ていた。また、周年栽培が可能なことから、

安定した収益が見込まれたこと、輸入品がほ

とんど無いため価格競争も起こりにくいこと

も魅力であった。

2020年10月現在の生産者は６人で、依然と

して少人数だが、年間約400万本のガーベラを

生産している。関東を中心に出荷し、市場で

は高い評価を受けている。

3　コロナの影響と出荷対応

部会のガーベラの出荷ピークは３～５月で

ある。20年は、コロナショックによる相場低迷

の直撃を受け、出荷調整を余儀なくされた結

果、出荷量は前年のピーク期と比べて△11.3%

となった。また、出荷額は最需要期の３月の

落ち込みが大きく、前年比でおよそ３割減と

なった。

第２図は、19年３～９月と20年同月の出荷

先別構成比を、各期の数量ベースで示したも

のである。20年の構成比について、３つの点

に着目したい。

１点目は、補助事業が活用されたことであ

る。関東向け市場出荷の半分（全体では40%）

が、農林水産省の買取補助事業「花きの長期

1　コロナ禍での切り花市場の動向

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

って、弔事や慶事の開催規模が縮小、あるい

は自粛されて、2020年３～５月を中心に切り

花市場は大きく冷え込んだ。品目による差異

はあるが、６月以降は天候不良により品薄と

なり、一時は取扱金額が平年並みかそれ以上

になった。しかしながら10月の時点で需要は

回復しきっていない（第１図）。

ここでは、JAいしのまきに組織されている

桃
も の う

生ガーベラ部会（以下「部会」）のヒアリング

をもとに、コロナ禍でのガーベラの出荷対応

や、他組織による応援消費について取り上げ

る。

2　産地の概要

JAいしのまきの事業エリアは宮城県石巻

市、東松島市、女川町である。19年度の受託

販売取扱高の総額は106億円で、このうち花

き・花木は１億円と比較的少額だが、石巻市

研究員　石塚修敬

コロナ禍での切り花産地の出荷をめぐる状況
─ JAいしのまき桃生ガーベラ部会を事例に ─

資料 東京中央卸売市場「市場統計情報（月報）」より筆者作成
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第1図　切り花・ガーベラの取扱数量と取扱金額の
前年同月比（東京中央卸売市場・全体）
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取扱数量（切り花）
取扱数量（ガーベラ）
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して低級品や一部品種の廃棄も含めた出荷調

整を決断した。部会員は日頃から、集出荷場

での検品、箱詰め作業や、生産方針から流通

の改善に至るまで各工程の協議も全員で行っ

ている。そうした日々の活動のなかで培われ

た強い結束力は、廃棄の決断を伴う難局を全

員で乗り越えようとする姿勢に表れている。

4　応援消費を需要喚起につなげる

コロナ禍において、農林水産省は「花きの

長期保管技術実証事業」などの施策を展開し、

花き業界も需要の底上げを図るべく、「母の月」

の提唱や、切り花のサブスクリプション（定額

課金）など、様々な施策を展開している。

さらに、地産地消型の応援消費は、市場出

荷と比べて短期的かつ小さな出荷単位（ロッ

ト）であるものの、市場出荷を主とする部会に

とって、応援消費は地域住民との距離を縮め

る機会を創出した。

今回、「応援するなら地元から」という意識

が確認された。そうした需要に応えるために、

店頭での産地表示といった取組みも、検討す

る価値があると思われる。
（いしつか　のぶたか）

保管技術実証事業」を活用して出荷された。

この事業の実施主体は、日頃取引のある大手

卸だったため、出荷先自体に変化はなかった。

同事業での買取価格は過去３年間の全国卸売

価格平均の半額が上限だが、相場低迷のリス

ク分散や、産地の在庫解消に効果を発揮した。

２点目は、全体の３%程度を占める応援消

費向けの出荷である。応援消費とは、生産者

を応援する意図で行われる消費行動で、しば

しば自然災害等の被災地の復興支援としても

注目される（第３図）。

部会を支えた応援消費のひとつに、次のよ

うな取組みがあった。JAいしのまき女性部の

部員らは、部会員の苦境を見て、女性部独自

の活動として「ガーベラ生産者応援プロジェ

クト」を立ち上げて、ガーベラの購入を申し

出た。購入したガーベラは、自宅での装飾や、

JAみやぎ女性組織協議会の生産者応援企画

「手作りまつり作品コンクール」にアレンジメ

ント作品としても出品された。購入した部員

からの評判は大変良く、生産者の励みになっ

たという。

３点目は、以上２つの取組みでも防ぎきれ

なかった廃棄の実施である。相場の下落を受

け、部会は緊急に協議を開き、独自の対策と

資料 ヒアリングに基づき筆者作成
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第2図　出荷先別構成比
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市場出荷（関東、補助事業利用）
市場出荷（宮城） 市場外出荷（産地直送）
直売（応援消費） 廃棄

84 15

40 40 15

3

資料 日経テレコンより筆者作成
（注） 1 20年は11月30日まで。
 2 検索対象は日経新聞電子版、全国紙、一般紙、日本農業新聞。
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寄　稿

市場プレミアム制度へ移行するなど、再生可
能エネルギー支援政策が大きく変容すること
になるが、同法に基づき、バイオエネルギー
のシェア拡大が今後も期待されている。

2　今後の気候・エネルギー戦略
オーストリア連邦政府は、気候変動対策と再

生可能エネルギーの導入促進のため、18年５
月、「ミッション2030（#mission 2030）」という気
候・エネルギー戦略を公表した。この戦略では、
30年までに達成すべき目標として、温室効果ガ
スの排出量を05年比で36%削減、運輸部門の温
室効果ガス排出を二酸化炭素換算で720万t削
減、建築部門の温室効果ガス排出を二酸化炭
素換算で300万t削減、国内総エネルギー消費に
占める再生可能エネルギーの割合を45～50%
にすること、発電量に占める再生可能エネル
ギーの割合を100%にすることが掲げられ、脱炭
素化に向けた方向性を明確に打ち出している。
これらの目標達成に向け、ミッション2030

では12のフラッグシップ・プロジェクトが定
められている。交通や建物、再生可能エネル
ギーなどに関するプロジェクトと並び、バイ
オエコノミー戦略が挙げられている。バイオ
エコノミー戦略の目的は、知識ベースのバイ
オエコノミーが提供する機会を最大限活用し、
それを持続可能な経済成長に転換することと
され、戦略の開発と実施によって、生物由来
の製品、エネルギー、プロセス、サービスの
成長が後押しされ、経済の国際競争力強化に
なりうると記される。そして、行動計画の基
礎となる国家基本戦略を策定することが謳

うた

わ

オーストリアでは、再生可能資源であるバ
イオマスを身近なものとして当たり前に利用
しており、バイオエネルギー利用の先進事例
として広く知られている。さらに、脱炭素社
会への関心が高まる中、オーストリアは2019
年３月にバイオエコノミー戦略を策定した。
以下では、化石資源から再生可能資源への転
換に向けた取り組みを強化しつつあるオース
トリアの動向を紹介する。

1　 オーストリアにおけるバイオエネルギー
利用
17年時点でオーストリアの国内総エネルギ

ー消費のうち、再生可能エネルギーは28.8%を
占めているが、そのうち55.7%はバイオエネル
ギーである

（注）
。オーストリアは、国内総エネル

ギー消費に占める再生可能エネルギーの割合
を、20年までに34%、30年までに45～50%に
することを目標としているが、バイオエネル
ギーなしにこれらの達成は難しい。
バイオエネルギーは主に熱源として利用さ

れ、バイオエネルギーを用いる地域熱供給施
設は2,377、熱電併給施設は141に上る（19年時
点
（注）
）。オーストリア各地では、地域の森林資源
や燃料作物などを用いた熱供給が一般的に行
われ、重要なエネルギー源としてバイオエネ
ルギーを位置づけている。
現行のオーストリアにおけるエネルギー政

策の基幹法は、グリーン電力法だが、21年か
らは全面改正される再生可能エネルギー拡張
法（Erneuerbaren Ausbau Gesetz ； EAG）が施
行予定となっている。固定価格買取制度から、

龍谷大学 政策学部 講師　石倉　研

オーストリアにおけるバイオエネルギーと
バイオエコノミーの動向
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に、バイオエコノミー確立に向けた具体的な方
策を明らかにすることが目的とされ、具体的な
戦略目標として、①気候目標の達成、②非再生
可能資源への依存削減、③イノベーションの促
進、④経済発展の促進、⑤雇用確保・創出、⑥持
続可能な社会変革の促進が挙げられている。
今後はここで提示された内容を可能な限り早
急に進めていくことが課題であり、具体的な
行動計画の作成がなされることになっている。

4　持続可能なバイオエコノミーに向けて
バイオエネルギーの活用は、温室効果ガス

の排出削減だけでなく、域外に流出していた
エネルギー代の地域内循環や新たな産業・雇
用の創出など、地域経済の価値創造にも寄与
している。さらにバイオエコノミーの文脈に
おいては、農林業をはじめとする自然資源依
存型産業だけでなく、関連する産業において
も、新たなビジネスやイノベーションの機会
が生み出される可能性を秘めている。
他方で、バイオエコノミーへの移行にあた

り、天然資源の需要拡大による資源競争や資
源乱獲も懸念される。バイオエコノミーは、
SDGsやサーキュラーエコノミーとも親和性の
高い概念であり、経済システムの脱炭素化を
通じて、環境負荷を減らし、持続可能な社会の
構築が目指されているが、持続可能な形でバ
イオエコノミーが確立されなければならない。
　オーストリアでは、有機農業をはじめとす
る環境保全型農業が広く普及し、森林の成長
分以上を伐採しない持続的な林業もなされて
いる。環境の持続性を重視しているオースト
リアが、バイオエコノミーの実現に向けてど
のような取り組みを進めるのか、今後の動向
に注目したい。

（いしくら　けん）

れている。
欧州委員会は、12年にバイオエコノミー戦

略、18年にバイオエコノミー戦略の改定版を
発表しており、ヨーロッパではバイオエコノ
ミー関連の政策が広まりつつある。このよう
な文脈の下、オーストリアにおいても、バイ
オエコノミーの強化・拡大に向けた戦略を策
定することになった。

3　バイオエコノミー戦略の策定
ミッション2030に基づき、19年３月に策定

されたバイオエコノミー戦略は、今後のオー
ストリアにおけるバイオエコノミー関連の行
動推進の方向性を規定したものである。すで
に13年にはバイオエコノミーに関するポジシ
ョンペーパーが、BIOSサイエンス・オースト
リア生命科学推進協会から、14年にはバイオ
エコノミーの研究・技術・イノベーション戦
略が、オーストリア農業・生命・環境科学研
究協会（ÖVAF）から出されているが、今回は
連邦政府が国家基本戦略として公表したもの
となっている。
本戦略では、バイオエコノミーは、化石資

源（原材料やエネルギー源）を可能な限り多くの
分野や用途で再生可能な原材料に置き換える
ことを目的とした経済概念であること、そし
て経済発展強化と同時に、気候変動、食料・
水不足、環境汚染の増加などの地球規模の課
題に取り組む絶好の機会を提供すると記され
ている。さらに本戦略が気候・エネルギー戦
略の重要な礎となり、経済システムの脱炭素
化支援を企図するものだとされる。
生物由来製品、バイオエネルギー、関連技

術・サービスの持続的な成長をもたらすため

（注）Österreichischer Biomasse-Verband（2019）
Basisdaten Bioenergie Österreich 2019.
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農林金融2021年 1月号

農林金融2020年12月号
漁協における買取販売の実態と

意義・役割
（尾中謙治）

漁協経営の中心である販売事業の一形態である
「買取販売」が、販売事業取扱高に占める割合は
4%強であるが、受託販売を補完する形で実施す
る漁協の割合および取扱高は増加傾向にある。
本稿では、漁協の販売事業の概況、買取販売の

動向と展開過程を整理した後、買取販売において
の要諦である販売先別（消費地市場、他業者、漁協直
売所）に買取販売の実態と特徴を事例調査に基づい
て整理し、買取販売の意義・役割について述べる。
買取販売は、受託販売と比較して業務負荷が大

きく、逆ザヤなどの経営上のリスクを伴い、現状
では人材（量と質）の不足など推進上の課題はある
ものの、将来における買受人のさらなる弱体化の
可能性があるなかで、漁協は未来に備えるために
も買取販売の導入・強化を検討する必要性は高ま
るであろう。

「水産政策の改革」後における
漁協論の再構成に向けて

（亀岡鉱平）

「水産政策の改革」により、漁協を取り巻く制度
環境は大きく変化した。また、改革は中間団体を
媒介とした地域資源管理に特徴のあった第一次産
業に関する財産権秩序を変動させるものであるこ
とから、憲法第29条に関する法的問題を内在して
いた。本稿では、これらの変化・課題に対応する
よう、協同組合と村落共同体の二面性の併存とい
う従来の漁協論を再構築する必要があるとの認識
から、その準備作業として、近時の事業展開、組
合活動、政策の三点につき現在の漁協の動向把握
を行った。これら三点にかかる検討の結果から、
二面性論は、協同組合としての経営展開の側面と
開かれた地域共同体としての側面双方につき、バ
ランスを取りながら発展させていく方向で現代的
に更新される必要があると論じた。

2021年の国内経済金融の展望
（南　武志）

2020年前半の世界経済は、新型コロナウイルス
感染症の影響で過去最大級の打撃を受けたが、年
半ば以降は経済活動が再開され、持ち直しがみら
れた。しかし、冬季を前に感染が再び広がり、経
済再開を一時中断する国も出るなど、復興は順調
ではない。国内でも一部のサービス業種では雇用
人員や資本設備の過剰感が強まっており、リスト
ラに向けた動きも散見される。

21年には、対コロナ・ワクチンの接種が本格化
し、経済復興の動きが強まる可能性がある。国内
でも 7～ 9月に開催予定の東京五輪・パラリンピ
ックの経済効果、さらにはアフターコロナを見据
えたデジタル化・脱炭素化社会の実現に向けた経
済政策への期待も強い。先行きの不透明性・不確
実性は高いが、21年度は 3年ぶりのプラス成長と
予想する。

個人リテール金融市場の注目点
（重頭ユカリ）

家計部門の金融資産、借入へのコロナ禍の影響

をみると、20年 6月末の金融資産は、特別定額給

付金の支給や消費の停滞によって預金を中心に増

加した。借入は全体としては伸び悩んでいるが、

個人事業主や所得が減った世帯で緊急的な借入を

行った様子もうかがわれる。一方で、若い世代も

含め、在宅時間を生かして新たに投資商品の利用

を始めた人も一部にはいたようであり、コロナ禍

において、時間的経済的なゆとりのある人と、そ

うでない人との格差が一層進んだ可能性もある。

また、緊急事態宣言下の外出自粛によって、高

齢層も含めて各種のサービスをインターネット経

由で利用するなど、デジタル化に弾みがついた様

子もうかがわれた。
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金融市場
（外国事情）

米国沖合の水産資源管理制度
（田口さつき）

マグナソン・スティーブンス法は、米国沖合の
水産資源管理の根拠法である。同法により、排他
的経済水域の水産資源を主管するのは商務省とさ
れているが、具体的な資源管理の方法を議論する
場は水産資源管理委員会である。同委員会は水産
資源管理計画を策定するが、その際に同法の国家
基準を踏まえなければならない。
国家基準には、最適生産量の達成や過剰漁獲の

防止という目的だけでなく、権利の付与の際など
の差別的取扱いの禁止や水産資源に依存する共同
体への配慮などが含められている。
同法が1976年に制定されて以来、多くの論争が

続いているが、2016年の国家基準の指針の見直し
や同法の改正案からは、科学者の知見を踏まえな
がらも、水産資源管理の方法に柔軟性を持たせ、
より現実的な管理へと踏み出そうとする意図がう
かがえる。

潮流 　 コロナ後のより良き復興とイノベーション

情勢判断
（国内）
消費・輸出の急回復で 4四半期ぶりの
プラス成長
（海外）
1　感染再拡大で景気回復は足踏み（米国経済）
2　内需の回復テンポは鈍く、
緩慢な回復に留まる中国経済

分析レポート
コロナ禍で変わる経済、変わらない経済

経済見通し
2020～21年度改訂経済見通し

今月の焦点
2050年カーボンニュートラル

2020年12月号

潮流 　『デカメロン』と2021年

情勢判断
（国内）
内外の感染再拡大で二番底リスク高まる

経済見通し
2020年～21年度　改訂経済見通し
（ 2次QE後の改訂）

情勢判断
（海外）
1　感染再拡大により足踏み継続（米国経済）
2　緩やかな回復を続ける中国経済

分析レポート
コロナ危機が拡大する国家間の格差、国民間の
格差

連載
金融機関の新潮流
フェイス・トゥ・フェイスを重視する
東京証券信用組合

海外の話題
ガジュマル

2021年 1月号

農林金融2020年12月号

農林金融2021年 1月号
構造再編が進む日本農業と

2020年の食料・農業・農村基本計画
（植田展大）

1999年の食料・農業・農村基本法に基づいて
2000年から作成されてきた食料・農業・農村基本
計画は、20年で 5回目の作成を迎えた。新たな基
本計画は、農業の成長産業化に重点を置いた15年
の基本計画を踏襲しつつも、生産基盤の弱体化や
中山間地域のコミュニティの縮小に対応すべく、
農業・農村の次世代への継承を全面に打ち出して
いる。
そこで前回の基本計画で進められてきた農業の

成長産業化の動きを政府の政策動向から確認し、
そのうえで20年の農林業センサスを用いて縮小お
よび再編が進む農業と農村の実態を確認する。次
に、20年の基本計画の特徴を基本法との関係も踏
まえて検討し、それが現在の課題を解決する内容
になっているかをみる。最後に今後の基本計画で
必要になるとみられる重点項目を提示したい。
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あぜみち

する人たちとで新たな価値を創造する。そうし
た福島の取組みを系統間に止まらず、全国も協
同組合間協同で支援するというスタイルです。
震災後、最も象徴的な取組みとなったのが、

農地の放射性物質の分布マップづくりを支援
する「土壌スクリーニングプロジェクト」で
した。全国から生協関係者・研究者など31組
織、延べ361名のボランティアに参加いただ
き、福島県の農業の維持と食の安全の確保に
努めてまいりました。
今、新型コロナウイルス感染症によるパン

デミックによって、世界中が震
しん

撼
かん

させられ、
今なお終息していません。経済活動や社会活
動に大きなダメージを与え続けており、私た
ちの命と暮らしを脅かしています。
2020年「国際協同組合デー

（注1）

」の世界共通のテ
ーマは「協同組合の力で気候変動に立ち向かお
う～アイデンティティとSDGsへの貢献～」でし
た。昨年の台風15号、19号、令和２年７月豪雨、
そして台風10号など明らかに気候変動による自
然災害が多発する中、住民の生活の安全・安心
を確保し、地域発展に向け、ウイズコロナはも
ちろん、解決のための方法や、実施手段、体制を
示した目標17「パートナーシップで目標を達成
しよう」により、世界で、地域で、多様なパート
ナーシップを構築していく必要があります。
地産地消ふくしまネットを象徴する「2020

絆シンポジウム
（注2）

」を12月11日にいわき市で開
催しました。テーマは「ICA2030戦略計画を
受けてコロナ時代の地域内自給圏をつくり直
そう」でした。３つの講演「ICA戦略計画を
踏まえた協同組合の使命とJAの役割」「食料・
農業問題への提言と消費者生協が考える農
業・漁業」「大震災とコロナを乗り越える漁協
と水産業」と講師三氏を含む地元の生産者や
消費者で、パネルディスカションを行いまし
た。当協議会主催の「国際協同組合デー記念
フォーラム」とともにYouTube「地産地消ふ
くしまネットチャンネル」で配信中です。

（さとう　かずお）

東日本大震災から、まもなく10年が経過し
ようとしています。最大で県の面積の8.3%に
あたるおよそ1,150㎢の地域に避難指示が出さ
れましたが、現在はその３割ほどにあたる337
㎢の帰還困難区域を除いて解除されています。
未だに37,000人弱の県民が県内外に避難して
います。避難指示解除により戻った住民は約
３割ですが、この数値には原発や復興関連の
作業員らの転入も含まれるため、厳密には帰
還者数ではなく居住者数であり、本当に避難
先から帰還した住民はさらに少なく、子ども
や若い人たちの帰還は極端に低く、少子高齢
化が一気に進んでしまっています。
被災の歳月は支援から分断、対立、そして

寡黙に変わりつつあります。廃炉や中間貯蔵
施設、汚染水処理問題、根深い風評問題、風
化等々、課題は山積しており、「福島の復興」
がひとくくりで表せないということを私たち
は忘れてはいけないと思います。
日本の協同組合の父と称される賀川豊彦氏

は、関東大震災の際に「被災者の目となり、耳と
なり、口とならねばならない」という言葉を残し
ましたが、この言葉は、賀川氏の著書「地球を墳
墓として」の中の「焦土を彩色せんとして」から
引用したもので、本文の中には、「組織（オーガ
ナイズ）することが私たちの仕事である」という
言葉があります。このことが、最も大切なこと
ではないかと考え、震災からの復興という重要
なミッションを成し遂げるため、2008年創立の
「地産地消運動促進ふくしま協同組合協議会」
（通称「地産地消ふくしまネット」）を再構築する
ことからスタートさせました。名付けて、「絆で
復興!! ふくしまSTYLE」です。ふくしまSTYLE
の復興とは、ただ単に震災前の状態に戻すので
はなく、協同組合間協同そして協同組合を支援

福島県生活協同組合連合会 専務理事　佐藤一夫

絆で復興!! ふくしまSTYLE

（注 1）第98回国際協同組合デー記念フォーラム
https://youtu.be/2tr0ovGMXFY
（注 2）絆シンポジウム
https://youtu.be/sy8o9WoGuKU

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/

https://youtu.be/2tr0ovGMXFY
https://youtu.be/sy8o9WoGuKU


本誌に掲載の論文、資料、データ等の無断転載を禁止いたします。

 『農林金融』『金融市場』などの農林中金総合研究所の調査研究論文や

『農林漁業金融統計』の最新の統計データが、ホームページからご覧に

なれます。

　また、新着通知メールにご登録いただいた方には、最新のレポート

掲載の都度、その内容を電子メールでお知らせするサービスを行って

おりますので、是非ご活用ください。

農中総研のホームページ https://www.nochuri.co.jp

本誌に対するご意見・ご感想をお寄せください。
送り先　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－27－11　農林中金総合研究所

ＦＡＸ　 0 3 － 3 3 5 1 － 1 1 5 9
Ｅメール　hensyu @ nochuri. co. jp
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